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平成１８年１０月２５日判決言渡

平成１６年（ワ）第５７３５号 損害賠償請求事件

判 決

主 文

１ 被告は，原告に対し，６００万円及びこれに対する平成

１６年４月９日から支払済みまで年５分の割合による金員

を支払え。

２ 原告のその余の請求を棄却する。

３ 訴訟費用は，これを５分し，その４を原告の，その余を

被告の負担とする。

４ この判決の第１項は，本判決が被告に送達された日から

１４日を経過した時は，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告は，原告に対し，９５２４万６６７３円及びうち７４０３万９８２５円

に対する平成１６年４月９日から，うち２１２０万６８４８円に対する平成１

６年９月１０日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，父親であるＡの死亡（平成３年１２月３０日死亡）により

相続が開始したため，他の相続人らと共に，平成４年６月２６日，別紙物件目

録記載１ないし３の土地の一部（６２０．０４㎡。後に分合筆され，同目録記

載５の土地となった。以下「本件土地」又は「本件物納申請財産」という ）。

について相続税の物納申請（以下「本件物納申請」という ）をしたが，渋谷。

税務署や東京国税局等の職員がこれを適切に処理せず，平成１５年１１月６日

に至ってようやく東京国税局長が物納を許可したため損害を被ったと主張して，

被告に対し，国家賠償法１条１項に基づき，損害賠償及びこれに対する民法所
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定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

１ 前提となる事実等（証拠等の摘示のないものは，当事者間に争いがないか，

争うことを明らかにしない事実である ）。

（１） 本件物納申請に至る経過

Ａが平成３年１２月３０日に死亡したことにより相続が開始した。法定相

続人である原告，Ｂ及びＣ（以下「相続人ら」という ）は，その相続税の。

納付に関し，本件土地の一部を物納しようと考え，渋谷税務署に事前相談を

した。本件土地の一部にはいわゆる分譲マンションであるＤグランドハイツ

（以下，単に「マンション」という。一階部分の床面積３８４．９６㎡（甲

３５ ）が建てられており，Ａとマンションの各区分所有者（４９人）との）

間には，昭和４６年１０月５日付けで，上記一階部分の床面積に近い３８９

㎡を対象とする土地賃貸借契約書が交わされていた（甲２ 。相続人らは，）

同契約書上借地権の対象とされていた３８９㎡の部分を物納しようと考えて

いたが，渋谷税務署職員から，その土地の一部は公道に接しておらず，建ぺ

い率や容積率の問題があるから，これらの問題を解決しなければならない旨

の指導を受けた。

相続人らは，マンションの管理組合（法人格なし）との間で，従前の賃貸

借契約を改定することとした上，平成４年６月２６日，渋谷税務署長に対し，

相続税の申告書（乙１７）及び借地権の対象地となる本件土地を物納申請財

産とする物納申請書（乙１の１ないし３）を提出した。そして，相続人らは，

同月２８日，マンションの管理組合との間で，本件土地を対象とする新たな

賃貸借契約（以下「本件賃貸借契約」という ）を締結した。。

（２） 本件物納申請後の処理経過の大要

本件物納申請後の処理経過は，別紙処理状況表（略）記載のとおりである

（同表記載の事実についても，証拠の摘示のないものは，当事者間に争いが

ない 。後記３で摘示する当事者の主張に関係する限りにおいてその大要。）
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を摘示すると，次のとおりである。

渋谷税務署職員は，物納申請時である平成４年６月２６日，原告に対し，

遺産分割協議を成立させること等について補完要求を行い，その後も，相続

人らに対し，本件物納申請に関し必要書類の提出を求めるなどの補完要求等

を行い，その一部について補完を受けた。この間の同年１１月３０日，渋谷

税務署長は，本件物納申請に係る相続人らの相続税について，徴収を猶予し

た。

東京国税局長は，平成７年９月２７日，国税通則法４３条３項に基づき，

渋谷税務署長から本件物納申請に係る相続人らの相続税について，徴収の引

継ぎを受け，その後，東京国税局職員が，相続人らに対し，本件物納申請に

関し更に補完要求等を行った。

ところで，渋谷税務署長は，平成５年１０月２９日，関東財務局長に対し，

本件物納申請財産について調査依頼をしていたが，この件について，関東財

務局東京財務事務所長は，東京国税局長に対し，平成１３年２月１５日付け

で「物納申請不動産に係る調査の回答について」と題する書面（乙６）を送

付し，本件土地は物納不適当である旨を回答した。これに対し，東京国税局

長は，同年６月２０日，関東財務局長に対し，他に物納に充てるべき適当な

財産がなく，また，本件物納申請を却下した場合，相続税額の徴収上著しい

支障が生ずるとして，特例協議を依頼したが，同年１０月３日，関東財務局

長から，本件土地を 「借地権の譲渡に際して，地主の承諾不要及び承諾料，

は徴せないとする現契約書のままで引受することは，地主となる国が著しく

不利益を被」ることになるから 「管理又は処分するのに不適当な財産」に，

該当し，引受することは認められない旨の回答を受けた（乙９ 。）

そこで，東京国税局長は，同年１１月７日，相続人らに対し，相続税物納

財産変更要求通知書を送付し，物納財産の変更を要求した（以下「本件変更

要求処分」という 。これに対し，相続人らは，同年１２月２８日，国税。）
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不服審判所に対し，審査請求をしたところ，平成１４年１０月８日，国税不

服審判所長により，本件変更要求処分を全部取り消す旨の裁決（以下「本件

裁決」という ）がされた。。

その後，東京国税局長は，平成１５年１１月６日，本件土地の物納を許可

した。

（３） 相続税の物納手続の概要

ア 物納制度一般について

国税の納付は，金銭又はこれに準ずる有価証券によることが原則である

（国税通則法３４条）が，相続税については，財産課税としての特殊な性

格を有することから，申告又は更正・決定により納付することとなった相

続税額を延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合には，

申請により，その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産をも

って物納することができることとされている（平成１８年法律第１０号に

よる改正前の相続税法４１条。以下，相続税法については，特に記載のな

い限り，同改正前のものを示す 。。）

仮に物納申請が却下された場合には，その未納の税額に対して，原則と

して年１４．６％（納期限までの期間又は納期限の翌日から２か月を経過

する日までの期間については年７．３％）の割合の延滞税を納付しなけれ

ばならない（国税通則法６０条 。）

イ 物納不適格財産について

税務署長は申請に係る物納財産が「管理又は処分をするのに不適当」で

あると認める場合には，その変更を求めた上で，申請を許可又は却下する

ことができる（相続税法４２条２項ただし書 。）

もっとも，物納対象財産が 「管理又は処分をするのに不適当」である，

か否かに関する基準については，相続税法自体には明文の規定が設けられ

ておらず，一般的な事項についてのみ相続税法基本通達４２－２に例示さ
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れている。このうち，本件と関連するものを列挙すると，以下の（ア）な

いし（エ）のとおりである（甲４４。括弧内は平成４年６月１９日付けの

同通達の項数である 。。）

（ア） 所有権の帰属等について係争中の財産（ １）ロ）（

（イ） 売却できる見込みのない不動産（ ３）ロ 。例えばとして，借（ ）

地権者が明らかでない貸地（ ３）ロ２ ，無道路地（ ３）ロ３）等が（ ） （

掲げられている。

（ウ） 境界線が明確でない土地で，隣接地主から境界線に異議のない旨

の了解が得られない土地（ ３）ホ）（

（エ） 借地，借家契約の円滑な継続が困難な不動産（ ３）ル 。この（ ）

点について，平成７年５月１７日に改正された相続税法基本通達では，

「社会通念に照らし，契約内容が貸主に著しく不利な貸地又は貸家」が

例示された。

なお，相続税法基本通達（平成４年６月１９日付け）４２－３は 「税，

務署長又は国税局長は，物納申請財産が不動産，船舶又は有価証券である

場合において，当該物納申請財産の管理又は処分につき物納財産の管理官

庁の意見を聞く必要があると認められる場合には管理官庁と協議するもの

とする。この場合において，管理官庁による物納申請財産の調査の結果，

管理又は処分をするのに不適当である旨の回答があったときは，当該回答

に則して法第４２条第２項ただし書の規定により物納財産の変更を求める

ものとする 」と規定している（甲４４ 。。 ）

ウ 物納手続の流れ

平成４年当時の物納手続の概略は，次のとおりであった（平成４年以降

もこの手続の流れに大きな差異はない。乙１５，１６，証人Ｅ 。）

まず，申請に当たっては，物納申請書を相続税の納期限又は納付すべき

日までに税務署に提出するとともに，物納申請財産が不動産の場合には登
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記簿謄本，所在図，公図の写しを添付すべきものとされていた。次に，物

納申請後の手続としては，物納財産が不動産等である場合には，その種類

に応じて，上記のほかの物納関係書類（例えば，賃貸中の不動産の場合に

は，賃貸借契約書の写し，敷金等に関する確認書，賃借地の境界に関する

確認書等）の提出（税務署から提出期限の指定などがされる ）及び提出。

書類との整合性を精査すること等を目的とする物納申請財産の現地調査な

どが予定されていた。

２ 争点

本件の争点は，次の２点に大別される。

（１） 本件物納申請の処理過程における担当公務員の職務上の法的義務違反

の有無（争点１）

ア 事前相談関係（争点１－１）

イ 本件物納申請後の関係（争点１－２）

（ア） 渋谷税務署関係（争点１－２－１）

（イ） 本件裁決までの関係（争点１－２－２）

（ウ） 本件裁決後の関係（争点１－２－３）

（２） 損害の有無及びその額（争点２）

３ 争点に関する当事者の主張

（１） 争点１（本件物納申請の処理過程における担当公務員の職務上の法的

義務違反の有無）について

（原告の主張）

本件物納申請の事案は単純であり，本来であれば物納申請期限から１年６

か月程度の期間さえあれば物納の許可又は却下の決定を行うことができた。

しかるに，以下のとおり，渋谷税務署，東京国税局及び関東財務局の職員並

びに東京国税局長らの違法な職務懈怠により本件物納申請から物納許可まで

１１年２か月もの時間を要したのであるから，本件物納申請の処理過程にお
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いて担当公務員に職務上の法的義務違反があることは明らかである。このこ

とは，平成１４年１０月８日，国税不服審判所長の裁決により本件変更要求

処分が違法として取り消されていることからも明らかである。

ア 事前相談関係（争点１－１）

渋谷税務署職員には，事前相談時においてすべての補完を要する事項を

明示しなかったという違法行為が存する。すなわち，以下の（ア）ないし

（ウ）の諸点からすれば，同署職員は，原告から事前相談を受けたのであ

るから，本件物納申請期限である平成４年６月３０日までに，原則として

すべての補完を要する事項（少なくともその根幹的なもの）を明示すべき

であった。しかるに，同署職員のＦ及びＧは，本件物納財産の地積を２２

０㎡増やせと指示しただけで，賃貸借契約書のみの検討によって簡単に指

摘可能な事項，具体的には，① 各区分所有者との賃貸借契約の締結，②

賃料の改定，③ 借地権の譲渡に関する賃貸人の事前承諾及び承諾料の

授受に関する規定を契約書に盛り込むべきことを補完を要する事項として

明示しなかった。

（ア） 事前相談時における補完を要する事項の明示の必要性

納税者は，仮に物納が却下となった場合には，相続税の法定納期限の

翌日から年１４．６％の延滞税を納付しなければならない。税務署職員

は，このような危険から相続人を擁護するため，あらかじめ相続人が相

続放棄も考慮に入れられるよう事前相談時にすべての補完を要する事項

を明示しなければならない。このことは，税務署職員は，全体の奉仕者

である公務員であり，職務上物納に関する知識，経験が豊富であって早

期に補完要求事項を明示することが可能であることからも明らかである。

本件において相続人らの延滞税は１年で合計約７３００万円にも達し

ていた（ちなみに，物納許可までの１１年間で合計約８億０３００万円

となる ）のであるから，原告は，補完要求の内容によってはその整備。
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が不可能であると判断して，あらかじめ相続放棄をして破産の危険を回

避する選択をすることもできた。しかるに，渋谷税務署職員が事前相談

時にすべての補完要求事項を明示しなかったため，原告は，相続放棄の

機会を失い，本件物納申請をするに至った。

（イ） 行政手続法３５条１項の規定との関係

行政手続法３５条１項は 「行政指導に携わる者は，その相手方に対，

して，当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければ

ならない 」と規定しており，その趣旨は行政指導における公正の確保。

と透明性の向上を図り，もって国民の権利利益を保護することにある。

このような理念からすれば，簡単に指摘可能である補完要求事項につい

ては，当然に物納申請期限までに明示されなければならない。

（ウ） 相続税法基本通達との関係

相続税法基本通達は，相続税法について適正な執行と課税の公平を実

現するために，一般的取扱基準を示すものとして定められたものである。

そして，その内容は，国税局の統一的な取扱いを納税者に対し知らせ，

適正な申告と納税に役立てること等を目的として，一般に公表されてい

る。このような基本通達の公表の趣旨からすれば，税務署職員は，事前

相談時に補完を要する事項の開示を求められたならば，その時点で補完

要求事項をすべて明示すべきである。

特に，① 各区分所有者との賃貸借契約の締結，② 賃料の改定，③

借地権の譲渡に関する賃貸人の事前承諾及び承諾料の授受に関する規

定を契約書に盛り込むべきであるといった点については，平成４年６月

当時の相続税法基本通達４２－２（管理又は処分をするのに不適当な財

産）中では触れられていなかったのであるから，事前相談時に税務署職

員から明示されるべき必要性が高かった。

イ 本件物納申請後の関係（争点１－２）
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渋谷税務署，東京国税局及び関東財務局の本件物納申請の担当職員は，

以下のとおり，本件物納申請以後，その処理手続を放置し，ほとんど何も

しなかったに等しいので，その職務行為には違法がある。

（ア） 渋谷税務署関係（争点１－２－１）

渋谷税務署職員は，① 本件物納申請から１年以上経過した平成５年

１０月１８日，関東財務局職員に対し，初めて本件賃貸借契約の内容に

ついて相談し，② 同年１２月９日になって，Ｂに対し，賃料の増額要

求及びマンション管理組合が法人格を有するか否かの確認をするよう口

頭で申入れ，③ 平成６年５月１６日，Ｂに対し，賃料を２倍に増額す

るよう指示し，④ 同年９月８日，Ｂに対し，初めて本件賃貸借契約の

内容を具体的にどのように変更すべきかを説明し，⑤ 同年１０月４日，

初めて各区分所有者との賃貸借契約の締結等について補完を求める旨の

通知を送付するなど，その処理は緩慢なものであった。

（イ） 本件裁決までの関係（争点１－２－２）

① 東京国税局職員は，平成８年６月１７日，相続人らの代理人であ

るＨに対し，国有財産有償貸付契約書を提示し，本件賃貸借契約の内容

を全体としてどのように変更すべきかについて初めて説明した。また，

② 東京国税局長は，相続人らに対し，平成６年１０月４日付けの補完

要求から３年以上経過した平成９年１１月２６日になって 「物納申請，

不動産に関する書類の補完等の通知書」を送付し，補完事項を追加した。

さらに，③ 関東財務局職員は，渋谷税務署職員からの物納財産調査依

頼（平成５年１０月２９日付け）を８年間放置した上，本件物納申請財

産には何らの拒絶事由がないにもかかわらず，平成１３年２月１５日付

け同局東京財務事務所長の東京国税局長宛て書面（乙６）により 「不，

適当」である旨の調査結果の回答を行い，また，これに対する東京国税

局長からの特例協議の依頼に対し，平成１３年９月２８日付け関東財務
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局局長の東京国税局長宛て書面（乙９）により，再度「不適当」との回

答を行った。そして，以上の経緯の後，④ 東京国税局長は，原告に対

し，平成１３年１１月７日，事実上物納を拒絶する内容の書面である相

続税物納財産変更要求通知書を送付した（なお，本件変更要求処分は，

平成１４年１０月８日の国税不服審判所長の本件裁決により違法である

ことが確認されている 。。）

（ウ） 本件採決後の関係（争点１－２－３）

東京国税局職員は，平成１４年１０月８日の国税不服審判所長の本件

裁決により本件変更要求処分の違法性が確認されたにもかかわらず，物

納許可まで更に１年以上の時間を無駄に費やした。この点については，

関東財務局職員についても，同様の問題がある。

ウ なお，本件物納申請の担当職員の処理の遅延についての判断に当たって

は，次の事情も考慮すべきである。

すなわち，原告が渋谷税務署に事前相談に行った際，その職員から，本

件物納申請財産の地積を２２０㎡増やせば物納を受け取ると指導され，こ

の他に物納不許可事由を指摘されなかったため，借地権の対象地を増やせ

ば問題なく物納が許可されるものと期待して（許可の内示があったものと

理解していた ，新たな借地権の負担（５億３９００万円相当の多大な。）

損失負担）をし，また，それまで得ていた駐車場収入（月額合計１４万

円）も失った。しかるに，担当職員は，後記（２）イのとおり，相続税の

申告書の提出期限の翌日から３年が経過した場合には租税特別措置法３９

条が適用されなくなることを十分理解しつつ，物納を許可しなかった。

また，平成１８年４月１日に施行された改正相続税法では，物納申請が

行われた場合，原則的に３か月以内に許可又は却下の決定を行わなければ

ならないとする画期的な改正が加えられた。

エ 被告の主張に対する反論（遺産分割協議について）
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被告は，物納処理が遅延した事情として，相続人らの間で遺産分割協議

が成立していなかった旨主張する。

しかしながら，原告は，平成４年１２月３日，渋谷税務署を訪れた際，

同署職員に対し，本件物納申請財産については相続人らの間で各３分の１

ずつの所有権移転登記（遺産分割登記）を経ている旨を説明したところ，

担当者は納得し，以後遺産分割協議書の補完要求は一切されなかった。ま

た，仮に，遺産全体が未分割であったことが物納許可の障害となっていた

のであれば，相続人らは，直ちに遺産分割協議を成立させることができる

状況にあったし，少なくとも物納許可の時までには確実に遺産分割協議書

を作成できると考えていた。したがって，相続人らにおいて遺産分割協議

が整っていなかったことは，本件物納申請に対する処理の遅延とは無関係

である。

（被告の主張）

物納申請期限から１年６か月程度の期間さえあれば許可又は却下の決定を

行うことができた旨の原告の主張は何らの根拠もない。むしろ，以下の点か

らすれば，上記期間で本件物納申請について許可がされることは客観的に不

可能であったことが明らかであって，その申請の処理過程において，担当職

員らに職務上の法的義務違反はない。

ア 国家賠償法１条１項の違法の意義

国家賠償法１条１項の違法とは，公務員が個別の国民に対して負担する

職務上の法的義務に違背することであり（最高裁昭和６０年１１月２１日

第一小判決 ，職務上の法的義務違反性こそが重視されるべきである。本）

件においても，渋谷税務署，東京国税局及び関東財務局の職員並びに東京

国税局長が，物納申請の処理過程において職務上通常尽くすべき注意義務

を尽くすことなく漫然と処分又は行為をしたと認められるような事情があ

る場合に限り，違法の評価を受けるものと解すべきである。
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イ 物納事務一般について

（ア） 段階的調査・補完要求

相続税法基本通達４２－２本文ただし書によれば，物納申請財産が不

適当であると認められる場合でも，許可の時までに管理又は処分をする

のに不適当とする事由が消滅（解除）されるときは物納適格財産となる

とされる。そこで，物納事務としては，まず，① 物納申請財産の物件

自体に関して，物納財産として適しているかどうかについて現地確認及

び登記上の調査等を行った上で，必要に応じて補完要求を行い，そして，

② 物件自体が物納財産として適していると判断された後に，その物件

に関わる内容（賃貸借契約等）について更に調査を行うなど，物納申請

財産が物納財産に適するよう段階的に指導を行っていくものである。ま

た，物納事務においては，相続税法基本通達４２－３により，管理官庁

の意見を聞く必要があると認められる場合には管理官庁と協議し，当該

管理官庁による物納申請財産の調査結果を受け，必要に応じて更に補完

要求を行うものである。

原告は，特に本件賃貸借契約に関する補完要求の遅延を問題にしてい

る。しかしながら，物納申請財産である土地に関する賃貸借契約の内容

については，まずもって申請者と土地賃借人との間の問題であって，本

来的には国が関与すべき事項ではないから，そのような補完要求は相当

慎重に行われなければならない。なぜなら，物納申請財産である土地に

関する賃貸借契約の内容について補完要求を行うことは物納申請者以外

の者の権利内容にも重大な影響を及ぼすところ，仮に，補完要求に応じ

て契約内容が変更されたにもかかわらず，他の物納不適格事由が存在す

ることにより物納が却下された場合には，結果として私人間の契約に国

が理由なく介入してその内容を変更させたことになりかねないからであ

る。
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（イ） 個別的な対応の必要性

物納申請については，補完要求に対する整備の内容，進捗状況等，個

々の実情にかんがみ，個別的に対応せざるを得ない。すなわち，相続税

法基本通達４２－２本文ただし書により，将来において不適当とする事

由が消滅（解除）されると見込まれるときは，その消滅をもって物納申

請に係る許可をすることになるところ，本件当時，物納を許可又は却下

すべき期限について法的規定はなく，また 「許可の時までに」との終，

期（相続税法基本通達４２－２本文ただし書）についても法的規定はな

かった。そのため，物納申請者が物納不適当財産を適当財産にするべく

整備に当たっている間は，実務上，当該整備内容や進捗状況等，個々の

状況に応じて個別的に対応すべき実情にあった。

ウ 事前相談関係（争点１－１）

原告は，渋谷税務署職員から事前相談時に物納申請財産の地積を２２０

㎡増やせば物納を認める旨の内示がされた旨を主張する。しかしながら，

相続税法４２条２項によれば，税務署長が，物納申請者及び申請に係る事

項について調査し，これに基づいて許可又は却下をするのは物納申請書の

提出があった後であるとされており，また，物納申請財産が物納財産とし

て適しているかどうかは現地確認等の調査を実施して初めて判明すること

である以上，物納申請前の時点で，渋谷税務署長や同署職員が本件物納申

請財産について「管理又は処分をするのに適当」であるとの判断をするこ

とはできないので，物納を認める旨の内示などするはずがない。そもそも，

渋谷税務署職員が行った事前の指導は，公道との接触の問題，建ぺい率・

容積率等の問題点を指摘したにとどまり，本件物納申請財産の地積を２２

０㎡増加するよう指示したことはない。

また，原告は，事前相談時にすべての補完を要する事項を明示すべきで

ある旨主張するが，前記イ（ア）の物納事務の流れから明らかなとおり，
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仮に物納申請について事前相談をされても，その時点ですべての補完事項

を挙げ，物納条件のすべてにわたり指示をすることは不可能である。

エ 本件物納申請後の関係（争点１－２）

（ア） 補完要求の時期・内容及びこれに対する相続人らの整備状況

ａ 前記イのとおり，一般に，物納事務としては，個々の申請の実情に

かんがみ段階的に指導を行っていくものである。そして，物納申請財

産の管理又は処分につき管理官庁の意見を聞く必要があるか否かは，

物納申請後，税務当局職員が当該物納申請財産の調査を相当期間行っ

た後に判断されることになる。

これを本件についてみると，本件物納申請財産の物納財産適格性に

ついては，賃借権譲渡についての事前承諾条項及び承諾料条項以外に

も，本件賃貸借契約の当事者が誰であるか，物納申請財産の範囲をど

うするか，賃料の額等，問題点が多く存在したため，物納申請当初か

ら綿密に調査をし，適宜の時期に補完要求をしている。現に，賃借権

譲渡の事前承諾及び承諾料条項については，賃貸借契約等についての

調査を行った段階で管理官庁である財務局と協議を行った上で，必要

に応じて，平成６年５月１２日，同年９月８日に補完要求を行い，こ

れを踏まえて平成９年１１月２６日付けで書面（乙５）によって補完

要求をしている。

また，関東財務局に対する調査依頼についても，本件物納申請後，

申請物件自体についての調査を経た結果，渋谷税務署長が管理官庁で

ある財務局の意見を聞く必要があると判断して行ったのであり，その

調査依頼及び回答がされる以前も，関東財務局から渋谷税務署の担当

職員等に対して補完事項の指示がされ，また，相続人らとの間で度重

なる協議も行われていたのであるから，渋谷税務署及び関東財務局の

職員が漫然と本件の物納事務を放置していた事実はない。
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したがって，本件物納申請の担当職員は，相続人らに対し，必要な

補完の機会を与えることによって物納が可能となるよう配慮していた

のであって，職務上通常尽くすべき注意義務の違反はない。

ｂ 遺産分割協議が未了であったこと

本件物納申請財産は，平成１３年５月３０日に相続人らにおいて遺

産分割協議が成立するまでは持分が特定されておらず 「所有権の帰，

属等について係争中の財産 （相続税法基本通達４２－２（１）ロ）」

として「管理又は処分をするのに不適当」な財産に該当していたので

あるから，少なくとも上記遺産分割協議が成立する前の時点において

物納が許可されることはない。

原告は，平成４年９月，相続人らの間で本件物納申請財産について

一部遺産分割協議が成立し，各相続人の持分として３分の１ずつの所

有権移転登記がされており，同年１２月以降，渋谷税務署職員等から

遺産分割について何らの補完要求も受けていない旨主張する。しかし

ながら，その当時，相続人らは遺産分割調停を行っているなど他の相

続分について争いがあり，先にされた一部遺産分割協議とは異なる内

容の協議が成立した場合，物納許可そのものが無効となる可能性も否

定できない状況であったから，本件物納申請財産はいまだ「所有権の

帰属等について係争中の財産」として「管理又は処分をするのに不適

当」であると判断されていた。もっとも，渋谷税務署職員らは，その

ことから直ちに本件物納申請財産を「管理又は処分をするのに不適

当」と判断せず，他の補完要求と並行して遺産分割協議の進捗状況を

見守っていたのである。

（イ） 本件変更要求処分について（争点１－２－２関係）

原告は，国税不服審判所長により本件変更要求処分が違法であること

が確認されたことから，違法な職務行為があったことが明らかである旨
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主張する。しかしながら，本件変更要求処分を取り消す旨の裁決があっ

たとしても，直ちに東京国税局長の行った本件変更要求処分に国家賠償

法１条１項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく，前記ア

のとおり，職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と処分

したと認められるような事情がある場合に限って違法の評価を受けるも

のである。

東京国税局長は，本件物納申請財産が相続税法４２条２項ただし書の

「管理又は処分をするのに不適当」に該当するか否かを検討するに当た

り，相続税法基本通達４２－２を基準として本件の具体的事情を十分考

慮した上で，関東財務局と交渉を重ねた結果，上記規定に該当すると判

断したのである。そもそも 「管理又は処分をするのに不適当」か否か，

は一義的に決することができない規範的概念であって，その判断に当た

っては，ある程度の幅が生じることは避けられないから，その判断に相

当の合理性がある場合には，職務上尽くすべき注意義務を尽くさないで

漫然と処分したことにはならない。

（ウ） 本件裁決後の処理について（争点１－２－３関係）

本件物納申請財産は，本件変更要求処分が国税不服審判所長による本

件裁決によって取り消された平成１４年１０月８日以降も，① 境界標，

② 敷金等に関する確認書，③ 賃借地の境界に関する確認書，④ 工

作物についての確認書，⑤ 地代領収書の写し，⑥ その他賃貸借契約

について管理組合と係争中であること等がいずれも整備されていない状

況であったため，相続人らの代理人であるＩ弁護士を含め東京国税局や

関東財務局の職員らとの間で協議が重ねられていたのであって，本件裁

決後，物納許可まで１年間を要したことについて，原告主張に係る違法

は何ら存しない。

（２） 争点２（損害の有無及びその額）について
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（原告の主張）

ア 還付金に対する利息相当額 ５７３４万５００４円

原告は，担当公務員の前記各違法行為がなければ，相続税の法定納期限

である平成４年６月３０日から１年６か月後である平成６年１月１日には

物納を許可され，１億０２７４万１９２３円の還付金（物納財産の価額か

ら相続税額を差し引いたもの）を受け取っていたはずであるから，その還

付金に対する同日以降の利息相当額の損害を被った。

その利率としては，国税通則法５８条が，還付金等が生じた場合には，

その原因となった国税の納付日等から実際の還付の時点までの日数に応じ

て，還付金に年７．３％（平成１２年１月１日以降は租税特別措置法９５

条により年４．１％）を乗じた金額を還付加算金として支払うべき旨を規

定しているから，同条を本件に準用すべきである。

そして，物納が許可されるべきであった日である平成６年１月１日から

実際の還付金の支払日である平成１５年１２月１９日までの間の利息を算

出すると，６１７１万３９４４円となる。もっとも，原告は，上記期間中，

本件土地を所有していたことにより，４３６万８９４０円の利得（本件土

地に借地権を有するマンション住民から得た借地料から本件土地の固定資

産税を差し引いたもの）をしている。したがって，原告が被った還付金に

対する利息相当額の損害は，上記利得分を差し引いた５７３４万５００４

円となる。

イ 譲渡所得税に関する損害 ２１２０万６８４８円

譲渡所得税は 「収入金額－(取得費＋譲渡費用)」の計算式により算出，

されるところ，租税特別措置法３９条によれば，相続により取得した財産

を相続税の申告書の提出期限の翌日から３年以内に売却した場合には，相

続税額のうちの一定額が取得費に加算される。

原告は，平成１６年２月２４日，平成１５年度確定申告において収入金
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額を物納による還付金の額である１億０２７４万１９２３円とし，取得費

に１億３４２２万６１９２円（渋谷税務署資産税課のＪに依頼して算出し

たもの）を加算した上，譲渡所得税額を０円として申告した。ところが，

渋谷税務署長は，本件土地の物納が租税特別措置法３９条の規定する期限

を経過した後になされたものであるとして，同条を適用せずに，平成１５

年分所得税更正通知書，加算税の賦課決定書を送付してきた。これにより，

原告は，同年４月４日，本税，過小申告加算税及び延滞税合計２１２０万

６８４８円の納付を余儀なくされた（なお，実際に納付した金額は合計２

１３４万２７８４円であるが，１３万５９００円の返戻金があった 。。）

このように，原告は，租税特別措置法３９条の適用を受けていれば，平

成１５年度確定申告における譲渡所得税は０円であったところ，前記

（１）のとおり，渋谷税務署，東京国税局及び関東財務局の職員並びに東

京国税局長の違法な不作為により，同条の法定期間である３年を徒過させ

られた結果，上記納付相当額の損害を被った。

ウ 物納に当たっての実費相当額の損害 ６６９万４８２１円

原告は，本件賃貸借契約に関し，借地権者変更の際の地主の承諾権及び

承諾料請求権を確保すべきであるとの補完要求を受け，それを実現するた

めに，国税局職員との折衝，国税不服審判請求及びマンション住民に対す

る調停等を強いられた結果，次のとおりの費用を負担した。この費用は，

国税不服審判所長の裁決からも明らかなとおり，もともと補完を要しない

要件に関して補完を強いられた結果支出を余儀なくされたものであるから，

担当公務員らの違法行為との間の因果関係は明らかである。

（ア） 企業会計経営管理事務所・Ｋへの相談料等 １３万３８３３円

（イ） 物納に関するコンサルタント料 ６万６６６６円

（ウ） 弁護士費用 ６４４万９３２２円

（エ） 印紙代 ４万５０００円
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エ 慰謝料 １０００万円

国税通則法６０条によれば，納税者は 「期限内申告書を提出した場合，

において，当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限まで

に完納しないとき」には，法定納期限の翌日から年１４．６％の延滞税を

納付しなければならないとされているところ，相続人らの相続税は合計約

５億円であったので，その延滞税は１年で約７３００万円，物納許可まで

の１１年間で合計約８億０３００万円に達するものであった。原告は，仮

に物納申請が却下された場合には，上記延滞税の支払を強制される結果，

破産してすべての財産を手放さざるを得なくなるという状況にあったが，

そうした想像を絶するような恐怖に怯える生活を１１年以上も強いられた。

このような原告の精神的苦痛は，金銭に換算すると１０００万円を下らな

い。

（被告の主張）

原告が主張する損害額については，いずれも争う。

原告は，相続税の法定納期限である平成４年６月３０日から１年６か月後

である平成６年１月１日には物納が許可されるべきであった旨主張するが，

それ自体何らの根拠も示されていないばかりか，前記（１）のとおり，相続

人らの物納申請財産には多くの問題点があったのであるから，上記期間で物

納が許可されることは客観的に不可能であったことは明らかである。

また，租税特別措置法３９条は，物納申請について規定している相続税法

４１条ないし４３条とは別個独立の規定・制度であるから，本件において租

税特別措置法３９条所定の期間が経過した以上，原告に対して同条を適用す

る余地はない。

さらに，本件においては，平成４年１１月３０日付けで相続税法４２条５

項・４０条１項に基づく徴収猶予が物納申請税額の全額について行われてい

たから，仮に本件物納申請が却下となった場合でも，その延滞税は，国税通
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則法６３条４項によってその額の半分以上（さらに，法改正によって延滞税

の利率は７．３％，４．４％，４．１％となる期間がある ）の免除が受け。

られるから，原告主張に係る多額の延滞税は発生しない。

第３ 争点に対する判断

１ 争点１－１（事前相談関係）について

（１） 本件物納申請までの事実経過

前記前提となる事実等及び証拠（甲２，３，３５ないし３７，４０，４３，

乙１の１ないし３，乙１２，１３，１７，証人Ｂ及び原告本人）によれば，

次の事実を認めることができる。

Ａが平成３年１２月３０日に死亡したことにより相続が開始した。相続人

らは，その相続税の納付に関し，本件土地の一部を物納しようと考え，原告

が平成４年１月ころから渋谷税務署に事前相談を始めた。本件土地の一部に

はマンション（一階部分の床面積３８４．９６㎡）が建てられており，Ａと

マンションの各区分所有者（４９人）との間には，昭和４６年１０月５日付

けで，上記一階部分の床面積に近い３８９㎡を対象とする土地賃貸借契約書

が交わされていた。相続人らは，同契約書上借地権の対象とされていた３８

９㎡の部分を物納しようと考えていたが，平成４年２月中旬ころ，原告が，

渋谷税務署のＦから，上記土地の一部は公道に接しておらず，公道につなが

る私道を敷設しなければ物納は許可されないであろうこと，また，建ぺい率

や容積率の問題があるから，これらの問題を解決する必要があることなどの

指導を受けた。

そこで，相続人らは，マンションの管理組合（法人格なし）との間で，従

前の賃貸借契約を改定（借地面積を３８９㎡から６６４．３７㎡（実測によ

れば６２０．０４㎡）に増加させ，また，賃料も１㎡当たり５０円から２６

０円に引き上げる内容）することとし，平成４年６月２６日，渋谷税務署長

に対し，相続税の申告書及び借地権の対象地となる本件土地を物納申請財産
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とする物納申請書を提出した。そして，相続人らは，同月２８日，マンショ

ンの管理組合との間で，本件賃貸借契約を締結した。

なお，原告は，渋谷税務署のＦが，物納申請財産の地積を増やせば物納を

許可するとの内示を行った旨主張し，その本人尋問においてその旨供述する。

しかしながら，上記各証拠に照らすと，Ｆが行った説明・指導の内容は，上

記認定のものにとどまり，原告主張に係る内示を行ったとまでは認めること

ができない。このことは，物納事務においては，その申請がされた後に，提

出された資料を確認し，物納申請財産の現地調査を行ったり，財務局との協

議を通じて，その許否に関する審査が進められるので，物納申請前の段階で

許否について判断をすることが困難であること（乙１２，１３，１５，１６

及び証人Ｅ）からも明らかである。原告自身も，その本人尋問において，現

在振り返って考えるとＦは物納申請書を受け取るとの趣旨で発言していたと

思う旨述べているところである。したがって，原告の上記主張は採用できな

い。

（２） 争点１－１（事前相談関係）について

ア 原告は，渋谷税務署職員は，本件物納申請期限である平成４年６月３０

日までに，原則としてすべての補完を要する事項（少なくともその根幹的

なもの）を明示すべきであった旨主張する。

しかしながら，前記前提となる事実等（３）イからも明らかなとおり，

物納財産が「管理又は処分をするのに不適当」であるか否かについての基

準については相続税法に明文の規定はなく，また，相続税法基本通達４２

－２に例示されている事項も，規範的な概念を含むものであって必ずしも

一義的なものとはいえない。さらに，同基本通達上，税務署長又は国税局

長は，物納申請財産の管理又は処分につき物納財産の管理官庁の意見を聞

く必要があると認められる場合には管理官庁と協議するものとされ（同基

本通達４２－３ ，この協議の結果によっては，補完事項が追加されるこ）
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とも容易に予想されるところである。このことは，納税者に対して交付さ

れている相続税物納の手引にも，物納申請後の手続として，物納財産の状

況によっては書類の追加提出を求められることがある旨記載されているこ

とからも明らかである（乙１５，１６ 。）

こうしたことに加え，相続人らは，本件物納申請時に相続税物納の手引

（乙１５）上提出が求められているすべての資料を提出していたわけでは

なく（原告本人 ，それよりも前の事前相談の段階において，渋谷税務署）

職員が物納申請財産の問題点をすべて把握することは困難であったと考え

られることにも徴すると，事前相談の段階で原告主張に係る補完を要する

事項が明示されなかったことについて，渋谷税務署職員に職務上の法的義

務違反があったとはいえない。原告自身も，本件について 「まず，賃借，

人の合意を取ることを含めた賃貸借契約の内容を検討し，新しい賃貸借契

約が締結された後に，その賃貸借契約に沿った土地の分合筆を賃貸人に指

示すべきである 」旨も主張しており（平成１７年５月１７日付け第６準。

備書面第２ ，あらかじめ補完を要するすべての事項を明示すべき旨を一）

貫して主張しているわけでもない。

イ ところで，原告は，すべての補完要求事項の明示が不可能だとしても，

少なくともその根幹的なものについては事前相談の段階で明示すべきであ

るとして，本件では，① 各区分所有者との賃貸借契約の締結，② 賃料

の改定，③ 借地権の譲渡に関する賃貸人の事前承諾，承諾料の授受の規

定については事前相談の段階で明示すべきであった旨主張する。

しかしながら，上記②については，近隣の土地の賃料額等の調査を経た

上で，他の賃貸借の条件等を総合的に考慮して判断されるべきものであっ

て，賃貸借契約書に記載されている賃料額のみによって判断することは困

難である。また，上記③についても，物納財産が「管理又は処分するのに

不適当」であるか否かという規範的概念に関わる問題であって，賃貸借契
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約書上にその記載がないことのみをもって判断することはできない事柄で

ある。

こうしたことに，前記（１）認定事実，特に，そもそも本件賃貸借契約

が締結されたのは本件物納申請後の平成４年６月２８日であったことにも

徴すると，渋谷税務署職員は，それより以前に行われた事前相談や物納申

請の時点において，本件賃貸借契約の内容について補完要求を行うことが

できるような状況になかったものといわざるを得ない。

ウ 原告は，事前相談の段階ですべての補完要求事項を明示すべき旨を，行

政手続法３５条１項及び相続税法基本通達が公表されている趣旨を根拠に

して主張している。

しかしながら，行政手続法３５条１項は，行政指導を行う場合について，

行政運営における公正の確保と透明性の向上の見地（同法１条）から，当

該行政指導の趣旨，内容及び責任者を明確に示すべき旨を規定したにとど

まり，行うべき行政指導をすべて網羅して明示することまでをも要求する

ものではない。また，相続税法基本通達が一般に公表されていることをも

って，直ちに補完要求事項をすべて明示すべきことにはならない。

よって，原告の上記主張も採用できない。

エ 以上の次第であるから，事前相談時における渋谷税務署職員の対応に関

する原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく理由がない。

２ 争点１－２－１（本件物納申請後の渋谷税務署関係）について

（１） 別紙処理状況表によれば，渋谷税務署職員と相続人らのやりとりの状

況に関し，以下のことが明らかである。

ア 渋谷税務署職員と原告のやりとりの状況（平成４年１２月まで）

原告は，平成４年６月２６日，相続税の申告書及び本件土地を対象とす

る物納申請書を提出した際，渋谷税務署職員から，相続人らの間で遺産分

割協議を成立させること及び本件物納申請財産と公道との境界確認を行う
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ことについて補完要求をされた。これを受けて，相続人らは，同年９月２

８日，別紙物件目録１ないし３の土地について，相続を原因として，それ

ぞれ持分３分の１ずつの所有権移転登記手続をした。

渋谷税務署長は，同年１１月３０日，本件物納申請に係る相続人らの相

続税について，徴収を猶予した。

渋谷税務署職員は，同年１２月２日，原告に電話したところ 「遺産分，

割協議については調停中である 」旨の申し出があったため，所有権の帰。

属等について係争中の財産は物納財産不適格であるから，遺産分割協議を

成立させるように補完要求をした。また，翌３日，原告が渋谷税務署に来

署した際にも，遺産分割協議を成立させること及び本件物納申請財産と公

道との境界確認について補完要求をした。

イ 渋谷税務署職員とＢらのやりとりの状況・その１（平成５年１０月ころ

まで）

Ｂは，平成４年１２月ころから，病気療養中の原告に代わり，相続人ら

の物納手続について窓口となって折衝等を行うようになった（以後，平成

９年９月ころまでこうした状況が続いた 。。）

平成４年１２月１０日，渋谷税務署職員がＢに対し，本件物納申請財産

の登記簿謄本及び案内図を提出するよう補完要求をしたところ，同月１４

日にそれらが提出された。

平成５年４月１日，渋谷税務署職員は，Ｂを立会人として，現地調査を

行い，本件物納申請財産の測量及び分合筆の手続をするように補完要求を

した。そして，同月６日に土地家屋調査士・Ｌに対し，同月２６日に相続

人らの代理人であるＫに対し，それぞれ本件物納申請財産と公道との境界

確認，本件物納申請財産の測量及び分合筆の手続をするように指示をした。

同年６月１４日，原告から 「本件物納申請財産を実測６２０．０４㎡，

としたい 「病気療養中のため，今後はＢを窓口にしたい 」旨の申し。」， 。
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出がされ，上記実測に基づく相続税の更正の請求書及び道路確認証が提出

された。同日，原告に対し，本件物納申請財産の測量及び分合筆の手続を

行うよう再度補完要求がされた。この補完要求は，同年９月３０日，Ｂに

対してもされた。

同年８月４日，渋谷税務署職員は，Ｂに対し，分筆案の物納申請財産

（６２０．０４㎡）中に私道部分が入っているかどうか確認すること及び

地積が確定したのであれば契約書上にも地積を明記する必要があることを

指摘した上，隣接地主の「境界線に関する確認書」の提出等について補完

要求をした。これに対し，Ｂは，同月１９日 「分筆案の物納申請財産，

（６２０．０４㎡）中に私道部分が幅２ｍ入っていることを確認した 」。

旨を報告するとともに，その後，隣接地主の「境界線に関する確認書」に

代わる「土地境界確認協議書」を提出した。

同年１０月１３日，本件物納申請財産について再度現地調査が実施され

た（立会人はＢ，Ｃ及び土地家屋調査士・Ｌ 。その際，Ｂらから 「契） ，

約内容の変更（地番，地積，契約期間等）について管理組合との交渉は未

了であるが，分筆終了後行う見込みである 」等の申し出がされた。そし。

て，同日，渋谷税務署職員は，Ｂらに対し，仮図面どおり６２０．０４㎡

で分筆の手続をすること，境界標を設置すること等について補完要求をし

た。これを受けて，相続人らは，同年１１月１７日，別紙物件目録記載１

ないし３の土地を合筆する旨の登記を経た上，翌１８日，合筆された土地

を同目録４及び５に分筆する旨の登記を経た。そして，同月２２日，土地

家屋調査士・Ｌがその謄本の写し，公図の写し，測量図，隣接境界確認５

通及び道路境界証明書１通を渋谷税務署に提出した。

ウ 渋谷税務署職員とＢらのやりとりの状況・その２（平成７年９月ころま

で）

渋谷税務署長は，平成５年１０月２９日，関東財務局長に対し，物納申
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請財産調査依頼書を送付し，本件物納申請財産が管理又は処分するのに適

当か否かの調査を依頼した。

そして，その後，渋谷税務署長から東京国税局長に本件物納申請に係る

相続人らの相続税について徴収の引き継ぎがされた平成７年９月２７日こ

ろまでの間の経過は，後記３（１）ア及びイのとおりである。

（２） 争点１－２－１（本件物納申請後の渋谷税務署関係）について

ア 前記前提となる事実等（１）及び前記１（１）認定事実によれば，本件

物納申請財産に関し，次のことが明らかである。

本件物納申請財産は，申請当時，別紙物件目録記載１ないし３という３

筆の土地の一部を構成し，いわゆる分譲マンションの敷地として賃貸され

ていた。しかも，原告は，本件物納申請に先立って，渋谷税務署で事前相

談をしているが，その段階での相続人らの申請予定土地はマンションの一

階部分の床面積に近い３８９㎡のみを対象とするものであり，同署職員か

らその一部は公道に接しておらず，建ぺい率や容積率の問題があるから，

これらの問題を解決しなければならない旨の指導を受けていた。

加えて，甲３（平成４年６月２８日付け土地賃貸借契約書）によれば，

本件賃貸借契約について，次の事実が認められる。同契約は，ＡとＭ株式

会社との間の昭和４１年８月２２日付けの旧契約の内容を改めて確認する

とともに，改正するものである。契約当事者は 「故Ａ全相続人」を賃貸，

人とし 「Ｄグランドハイツ管理組合 （代表者・Ｄグランドハイツ管理， 」

委員会委員長・Ｎ）を賃借人とするものである。堅固建物の所有を目的と

し（１項 ，期間は昭和４１年８月２２日から６０年間（２項 ，賃料は） ）

月額１㎡当たり２６０円（３項）とする。以上のほか，賃借権の準共有持

分の譲渡等に関し，マンションの専有部分と同時に第三者に譲渡すること

ができ，賃貸人は譲渡を理由に金員の請求をしてはならない旨の定め（４

項）等を置いている。
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以上の事実によれば，本件物納申請財産は，その対象地の範囲のみなら

ず，それを対象にした賃貸借契約の内容の面においても，物納を許可する

に当たって様々な隘路が予想されるものであった（しかも，賃貸借契約の

内容を補完するとすれば，多数の区分所有者らに関係するものである以上，

その調整に労力を要するであろうことが容易に推察された ）というべき。

であり，その審査を担当する渋谷税務署職員も，本件物納申請後間もなく

の時点で，以上の事実関係を把握していたものと推認される。

イ 次に，前記（１）認定事実に基づいて渋谷税務署職員による本件物納申

請の審査の状況を通観すると，平成４年６月２６日の申請後，平成５年１

０月１３日の現地調査までの間については，おおむね，物納財産の対象地

の範囲を明確化するための作業に終始していたものと評価される。

すなわち，上記期間における同署職員による補完要求の内容の面から見

ると，同署職員が上記期間中に相続人らに対し補完要求をしたのは，①

本件物納申請財産と公道との境界確認を行うべきこと（具体的には，申請

時である平成４年６月２６日及び同年１２月３日 ，② 本件物納申請財）

産の測量及び分合筆の登記手続をすべきこと（具体的には，現地調査時で

ある平成５年４月１日，同年６月１４日及び同年９月３０日 ，③ 隣接）

地主の「境界線に関する確認書」を提出すべきこと（具体的には，同年８

月５日及び同月１９日）の３点である。

そして，こうした補完要求に対し，相続人らは，① 同年３月１８日の

境界確認を経て，同年６月１４日に道路確認証を提出し，② 同年６月１

４日までの間に測量を完了し（同日原告が渋谷税務署職員に対し「本件物

納申請財産を実測６２０．０４㎡としたい 」旨述べていることから，こ。

の事実を推認する ，また，同年１１月１７日及び翌１８日の分合筆の。）

登記を経て，同月２２日に本件土地の登記簿謄本の写し等を提出し，③

同年８月中には隣接地主の「境界線に関する確認書」に代わる「土地境界
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確認協議書」を提出しているのである。

このような事実経過からすれば，平成４年６月２６日の本件物納申請以

後，平成５年１０月１３日の現地調査までの間，渋谷税務署職員による審

査は，おおむね，本件物納申請財産の対象地の範囲を明確化するための作

業に終始していたものと評価される。そして，こうした補完要求に対する

相続人らの対応は，基本的に，それに応じる方向で作業がされ，同年６月

１４日には，原告が渋谷税務署に赴いて，実測に基づく更正の請求書及び

道路確認証を提出している（物納財産を実測の６２０．０４㎡にしたい旨

を申し出ている ）から，遅くとも，物納申請後１年経過したこの時点ま。

での間には，物納申請の対象地の範囲が明確にされており，後は，測量結

果に基づいて測量図の作成，登記手続等を残すのみの状況になっていたも

のと推認される。

他方，渋谷税務署における物納申請財産を対象にした賃貸借契約に関す

る審査については，前記（１）認定事実を通観しても，以上認定の土地の

範囲の明確化作業に伴う賃貸借対象地の範囲の確定，地積の確定などを見

守っていたものと解されないではないが，それ以上には，本件賃貸借契約

の内容に関して「管理又は処分をするのに不適当」であると認めるべき事

情が存在しないか否かについて審査をしていたことをうかがわせる事実は

見当たらないし，また，他にそうした事実を認めるに足りる証拠もない。

ウ ところで，前記前提となる事実等（３）ア及びイにおいて説示したとこ

ろ及び物納制度に関する関係法令等に基づいて検討すると，物納申請の審

査について次のように考えられる。

相続税の物納制度は，相続税が財産課税としての特殊な性格を有するこ

とにかんがみ，これを金銭で納付することが困難な事由がある場合に限り，

申請により，その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産をも

って物納することを例外的に認めるものである（相続税法４１条 。）
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そして，相続税法４２条２項ただし書は，税務署長は申請に係る物納財

産が「管理又は処分をするのに不適当」であると認める場合には，その変

更を求めた上で，申請を許可又は却下することができる旨を規定している。

これは，国が物納された財産の管理又は処分を通じて，金銭の納付があっ

た場合と同等の経済的利益を確保し得るものでなければならないとの趣旨

に基づくものと解される。

物納対象財産が「管理又は処分をするのに不適当」であるとの上記要件

は多分に規範的なものであり，相続税法自体は，この点に関する基準につ

いて明文の規定を設けておらず，相続税法基本通達４２－２において不適

当財産が例示され，また，同通達４２－３において必要に応じ管理官庁と

協議すべき旨が定められているにすぎない。そして，上記各通達は，税務

署長が物納を許可した場合には，その申請財産が国有財産となり，財務大

臣が当該財産の管理又は処分機関となることから，相続税法上の前者の判

断と，国有財産法上の後者の判断との間に齟齬を来すことがないよう統一

的な解釈・運用を図る観点から定められているものと解される。

他方，物納申請者は，① 物納申請が許可されれば，物納の許可を受け

た税額に相当する相続税が所定の要件を充足した時に納付があったものと

され（相続税法４３条 ，課税価格計算の基礎となった物納財産の価額が）

それを上回っているときには，その差額の還付を受ける。本件においては，

当初申告時には，相続人らの相続税額の合計が４億８０００万円余り，物

納財産の価額の合計が６億９０００万円余りであり，合計２億円余りの還

付金が見込まれていた（乙１の１ないし３，乙１７ 。これに対し，②）

物納申請が却下された場合には，その未納の税額に対して，原則として年

１４．６％（納期限までの期間又は納期限の翌日から２か月を経過する日

までの期間については年７．３％）の割合による延滞税を納付しなければ

ならないこととされている（国税通則法６０条 。そうすると 「納付す） ，
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べき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由」

（相続税法４１条１項）があるにもかかわらず，申請に係る物納財産が

「管理又は処分をするのに不適当」であるか否かに関する審査が長期間に

及ぶような場合には，その物納申請者は，その間，物納申請の許否に関す

る判断を得られないことにより，本件のように多額の還付金が見込まれる

ときには，その運用の機会が妨げられ（後日，物納が許可され，還付金が

支払われても，それにより，必ずしもすべての財産的価値が回復されるこ

とにはならないものと考えられる ，また，延滞税が日々増加している。）

おそれがあるという状況の下に置かれていることに伴い心理的負担を抱か

されることになるものというべきである。

以上説示した物納制度の仕組等にかんがみると，物納申請の審査に当た

る公務員には 「納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付するこ，

とを困難とする事由 （相続税法４１条１項）があるか否か及び申請に係」

る物納財産が「管理又は処分をするのに不適当」であるか否かの両要件に

ついて，速やかに検討，調査を行うべきことが職務上要請されているもの

といわなければならない。

こうしたことに，前記ア説示のとおり，本件物納申請財産は，その対象

地の範囲のみならず，それを対象にした賃貸借契約の内容の面においても，

物納を許可するに当たって様々な隘路が予想されるものであり，また，賃

貸借契約の内容を補完するとすれば，多数の区分所有者らに関係するもの

である以上，その調整に労力を要するであろうことが容易に推察されるも

のであったことをも総合的に考慮すれば，本件物納申請を担当していた渋

谷税務署職員は，その職務として，申請を受けてから速やかに 「管理又，

は処分するのに不適当」なものに該当するか否かの審査として，物納申請

の対象である土地の範囲を確定させるための事務処理を進めるだけでなし

に，その土地を対象とする賃貸借契約の内容についても，上記審査を進め
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るべきことが求められていたというべきである。具体的には，物納申請に

係る土地を対象とする賃貸借契約の内容に関し，それが締結されているこ

とにより「管理又は処分するのに不適当」なものに該当するか否かという

観点に立って調査，検討を進め，事実関係に疑問がある場合には，相続人

らにその確認をするなど事実関係の把握に務めるべきは，その職務行為と

して当然に求められるところであった。仮に，同署においては本件のよう

な申請について先例もなく判断に困難を来していたのであれば，物納申請

財産の管理又は処分について管理官庁である関東財務局に意見を求めるな

どの措置を講ずべきであった（相続税法基本通達４２－３参照 。）

エ そこで，以下，前記ウ説示の観点に立って，本件物納申請を担当した渋

谷税務署職員の審査の状況について，前記（１）認定事実に基づいて検討

する。

前記（１）認定事実によれば，関東財務局においては，平成５年１０月

１８日に初めて渋谷税務署から本件賃貸借契約の内容について照会を受け

た後，同年１２月１６日には現地調査をし，また，平成６年３月２９日ま

での間に，渋谷税務署を通じ又は同局に赴いた関係者に対し，事実関係

（具体的には，① 賃借人の主体について問題があるのではないかとの観

点から，それが法人格のある管理組合か否か，② 借地権の譲渡について

地主の承諾を要しないのか否かなど）を確認したり，賃料額が近隣と比べ

低すぎるとして，その増額について補完要求していることが明らかである。

このように，関東財務局は，渋谷税務署からの照会を受けてから半年前後

の間に，本件賃貸借契約の内容に関し問題となりうる事項について，事実

関係を調査するなどして，物納に関する問題点を具体的に提示しているの

である。加えて，後記３（２）ウのとおり，関東財務局職員の上記問題点

の指摘を踏まえ，渋谷税務署職員は，Ｂらに対し，同年９月８日には，賃

貸借契約書の条項に借地権譲渡について地主の承諾が必要になる旨及び承



- 32 -

諾料を徴する旨を盛り込むべきであるとの補完要求をしているのであるか

ら，遅くとも，そのころまでの間には，おおむね問題点の全体について補

完要求をしていることになる。

以上認定の関東財務局職員による審査の状況をも総合して検討すると，

渋谷税務署職員は，申請を受けてから速やかに，賃貸借契約の内容につい

て上記調査，検討を進め，事実関係に疑問がある場合には，相続人らにそ

の確認をするなど事実関係の把握に務め，遅くとも本件物納申請から１年

程度の間には，自ら又は関東財務局の指導を得るなどして，それまでの調

査により明らかになった問題点を申請者である相続人らに対し具体的に提

示すべきであり，また，そうすることが十分に可能であったというべきで

ある。そして，渋谷税務署職員が上記時点でそのような措置を講じていた

ならば，本件物納申請に対する許可は，後に検討するとおり，その時期ま

では確定できないものの，より早期にされていたものと推認されるという

べきである。

しかるに，渋谷税務署職員は，前記（１）認定事実によれば，平成５年

１０月１８日に至って初めて，関東財務局に対し，契約書の内容について

収納可能か否かについて電話により判断を仰ぎ（同月２９日に調査を依頼

した ，また，同月２１日になって，ようやく，Ｂに対し 「賃借人がマ。） ，

ンションの管理組合となっていること及び増改築等について制限がないこ

とについては前例がない 「更に詳細な資料を集めた上で個別に検討し，。」，

具体的指示をする 「契約内容を変更する必要がある 「契約期間に。」， 。」，

ついても検討する 」との趣旨を伝達するに至ったのである（これは，主。

として，賃貸借契約の内容に関する抽象的な問題点の指摘に止まるものと

いわざるを得ず，また，別紙処理状況表記載の経過からすると，関東財務

局職員からの指摘を受けてのものと推認される 。。）

以上の認定説示を総合すると，本件物納申請を担当していた渋谷税務署
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職員は，その職務として，申請を受けてから速やかに 「管理又は処分す，

るのに不適当」なものに該当するか否かの審査として，物納申請の対象で

ある土地の範囲を確定させるための事務処理を進めるだけでなしに，その

土地を対象とする賃貸借契約の内容についても，上記審査を進めるべきこ

とが求められていたにもかかわらず，そのような職務上通常尽くすべき注

意義務を尽くすことなく漫然と審査をしていたものとして，国家賠償法１

条１項にいう違法の評価を免れないものというべきである。

そして，原告は，渋谷税務署職員の違法行為として，平成５年１０月１

８日から平成６年１０月４日の間の５つの行為を取り上げて，その緩慢な

処理を問題にしている（前記第２の３（１）イ中の「 ア） 渋谷税務署（

関係（争点１－２－１ ）が，そのいずれもが，以上において判断の対）」

象としたところと同様の趣旨を主張するものであると解される。

なお，渋谷税務署職員は，平成５年８月５日にマンション管理組合の規

約の提出及び建物の登記簿謄本の提出を補完要求しているが，これは，同

日のＢからの電話連絡を受けて「地積が確定したのであれば賃貸借契約書

上にも地積を明記する必要がある」旨の指摘との関係でされたものと推認

される。また，同年１０月７日には，賃借人からの「国有財産借受確認

書」の提出を要求しているが，これは，その直後の同月１３日の現地調査

時の立会人であるＢらの申し出の内容や補完要求の内容等に照らすと，契

約対象地の地番，地積のほか，契約期間などを明確化するためにされたも

のと推認される。そうすると，以上の各事実は，上記判断を左右するもの

といえないことが明らかである。

オ ところで，被告は，一般に，物納事務としては，物納申請財産の物件自

体に関して，物納財産として適しているかどうかについて現地確認及び登

記上の調査等を行った上で，必要に応じて補完要求を行う，そして，物件

自体が物納財産として適していると判断された後に，その物件に関わる内



- 34 -

容（賃貸借契約等）について更に調査を行うなど，物納申請財産が物納財

産に適するよう段階的に指導を行っていくものである旨主張する。

しかしながら，これまで認定説示してきたところ，特に，前記ア摘示の

本件物納申請財産の特徴，前記ウ摘示の物納申請の審査の在り方などに徴

すると，本件物納申請の審査に当たっては，被告主張に係る段階的審査方

式を採るべき必要性，合理性があるものと認めることはできないというべ

きである。証人Ｅも，物納申請財産の対象地の範囲を明確化することと並

行して土地の賃貸借契約についての調査・補完を行うべき旨証言している

ところである。

また，被告は，物納申請財産である土地に関する賃貸借契約の内容につ

いては，まずもって申請者と土地賃借人との間の問題であって，本来的に

は国が関与すべき事項ではないから，そのような補完要求は相当慎重に行

われなければならない旨主張する。しかしながら，被告主張のような配慮

が求められるとしても，以上認定説示した本件の事実関係の下においては，

前記エのとおり判断されるというべきである。

してみると，被告の上記各主張はいずれも採用できない。

３ 争点１－２－２（本件裁決までの関係）について

（１） 別紙処理状況表によれば，本件裁決までの間の，関東財務局及び東京

国税局における本件物納申請の審査の状況及びこれに対する相続人らの対応

状況について，次のことが明らかである。

ア 平成６年１０月４日付けの書面による補完要求に至る経緯

関東財務局職員は，平成５年１０月２９日に渋谷税務署長から本件物

納申請財産が管理又は処分するのに適当か否かについて調査依頼を受けた

後，同年１２月８日，渋谷税務署職員に対し，本件賃貸借契約の契約書に

ついて，借地契約者であるマンション管理組合が区分所有法の定める法人

となっていなければ不適当となること，近隣と比較して賃料が低いこと，
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建替え制限がないこと（承諾を要する旨の条項を加える必要があること）

が問題になる旨を連絡した。これを受けて，同署職員は，翌９日，Ｂに対

し，マンション管理組合が区分所有法の定める法人格を有しているかどう

か確認するよう指示するとともに，賃料を増額するよう補完要求をした。

また，関東財務局職員は，平成６年１月２６日，渋谷税務署職員に対

し 「マンション管理組合が法人格を有しているかどうかの回答をもらっ，

ていないため調査回答ができない 」旨を連絡し，同日中に，同署職員を。

通じて「マンション管理組合は区分所有法の定める法人格を有していな

い 」旨の報告を受けた。そこで，関東財務局職員は，渋谷税務署職員に。

対し，翌２７日に「現在，借地人の問題について検討中である 」旨を伝。

えるとともに，同年２月１日及び同月２３日にも，本件賃貸借契約の内容

について問題点を指摘するなどした。こうした指摘を受けて，渋谷税務署

職員は，翌２４日，Ｂに対し，本件賃貸借契約の記載内容（賃借権の譲渡

及び契約の解除の関係）について確認するよう指示した。

さらに，同年３月２９日，関東財務局において，Ｂ，Ｃ及びＫのほか，

渋谷税務署職員も集まり，同局職員との間で三者協議がされたが，その際，

同局職員は，Ｂらに対し，本件賃貸借契約の内容について質問をした。ま

た，同年５月１２日，再度関東財務局において，Ｋ及びマンションの管理

組合側代理人弁護士Ｏのほか，渋谷税務署職員も集まり，三者協議がされ

たが，その際，Ｏ弁護士から「借地権の所有者は管理組合ではなく個々の

区分所有者であり，管理組合は単なる代理人として事務を受任しているの

みである。よって，契約書上の借地人は各区分所有者となる 」等の回答。

がされた。同年９月８日にも，関東財務局において，渋谷税務署職員，Ｂ，

Ｃ及びＫが集まり，三者協議がされ，その際，Ｂらが 「賃料については，

最近上げたところであり，現行の２倍では借地人側との交渉は困難であ

る 「賃料水準は国の都合であり，国に引き継いでから国と借地人との。」，
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。 ，間で交渉してもらいたい 」などと申し出たのに対し，関東財務局職員は

「国が引き受けてからの急な値上げでは借地人との契約の際，争いが起こ

る可能性が高いため，前地主からの円滑な引継ぎができるものという物納

の前提条件に該当しないことになる 「現行の２倍というのは，関東財。」，

務局側で把握している平均値であるが，不可能であれば１．５倍でもやむ

を得ない 」旨対応した。。

このような経緯の後に，関東財務局職員は，同年９月２７日，渋谷税

務署職員に対し 「物納申請不動産に係る補完事項連絡票 （平成６年９， 」

月２７日付け）を送付し，① 借地権者である各区分所有者との賃貸借契

約を締結すること，② 隣接地（１４６１－１）との境界確認書を提出す

ること，③ 現行の賃料は付近相場から勘案して著しく低額であるため，

適正な額に是正することのほか，④ 関係書類を提出することについて，

相続人らによる補完が必要である旨を連絡した。これを受けて，渋谷税務

署職員は，同年１０月５日，相続人らに対し 「物納申請不動産に関する，

書類の補完等の通知書 （平成６年１０月４日付け）を送付し，上記諸点」

について補完要求をした。

イ 平成６年１０月４日付けの書面による補完要求に対する相続人らの対応

上記補完要求について，相続人らの側ではＫが中心となってマンショ

ンの区分所有者側と交渉が進められた。Ｋらは，渋谷税務署職員に対して

状況を報告し，平成７年２月１日には，Ｋから 「Ｏ弁護士を含め各区分，

所有者と話し合った結果，値上げと当方への提出書類（賃借地境界確認書

等）を各区分所有者に送付し，その返送期限を２月２０日とすることとな

った。しばらく猶予願いたい。近隣地代の実例についての調査は未了であ

る 」旨の報告もされた。しかし，その後も上記補完要求に関する交渉は。

相続人らの思うようには進まず，同年６月９日には，Ｂ，Ｃ及びＫが渋谷

税務署に赴いて，補完の猶予を求めるとともに，賃料額の値上げ交渉及び
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賃借地境界確認書の入手が難航している旨を報告したが，これに対し，渋

谷税務署職員から 「収納後に国が値上げ交渉をすることは困難 「賃借， 」，

地境界確認書が完備できなければ物納許可できない 」等の対応がされて。

いる。

東京国税局長が国税通則法４３条３項の規定に基づき渋谷税務署長か

ら本件相続税の徴収の引継を受けた同年９月２７日以降も，上記補完要求

に関する交渉は相続人らの思うようには進まなかった。そして，平成８年

， ，６月１７日には，Ｂ及びＨは，東京国税局に赴き 「処理が進まないため

ＫからＨに代理人を変更した 」旨を報告した。その際，東京国税局職員。

から，Ｂ及びＨに対し，国有財産有償貸付契約書を提示の上，契約内容に

ついて国の契約に準じた契約書を作成すること及び賃料を相場並に増額す

ることを補完要求されるとともに，関東財務局の要求する金額（最低現行

の１．５倍）が不可能であれば近隣の地代の実例の資料等を提出するよう

に改めて指示された。しかし，その後も，補完要求事項を実現するには至

らず，平成９年３月１２日，東京国税局職員からの交渉の進捗状況につい

ての問い合わせに対し，Ｈは 「区分所有者の一部から応じられない旨申，

し入れされる問題が発生し，難航している 」旨回答した。。

このような過程で，同年９月１６日，原告が 「Ｂに聞いたところ，物，

納の方が進展していないとのことなので」と東京国税局に赴いた。そして，

補完要求事項に関する作業の進捗状況について 「賃料について現行２６，

０円／㎡を３００円／㎡にするよう管理組合側へ交渉している。相手方は

３００円／㎡でも難色を示しておりこれ以上は上げられない 「各区分。」，

所有者との契約について，全部で４４件だが，うち２６件は締結済みで管

理組合が預かっている。１件は借入れの都合で別契約とした 「管理組。」，

合側の弁護士がＯ弁護士からＰ弁護士に変更された。Ｐ弁護士は物納に対

して非協力的である（物納を妨害するような文書を配布している ，）。」
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「代理人Ｈには継続してやってもらっているが，このところ進展していな

い。管理組合・弁護士の不法行為及び借地人との借地権確認の訴訟を提起

する予定である 」旨を報告した。これに対し，東京国税局職員からは，。

「賃料は３００円／㎡を上回ることができないのであればそれで行くしか

ない。ただし，近隣の地代の実例を調査収集するように」との対応がされ

た。

ウ 調停申し立て後の相続人らの対応

原告は，東京国税局職員に対し，平成９年９月２４日 「本日，管理組，

合・弁護士の不法行為及び借地人との借地権確認につき調停を申し立て

た 」旨を，また，同年１０月１６日 「第１回調停期日が同月２７日に。 ，

行われる予定である 」旨を報告した（これに対し，同局職員からは，そ。

の状況を報告するように指示された 。。）

原告は，同月２８日，東京国税局職員に対し，第１回調停期日の模様に

ついて 「当事者能力が問題となり，相手方は区分所有者全員の委任状が，

必要となった。前に結んだ２６件の契約は総会で破棄されたことが判明し

た。次回は平成９年１２月１１日である 」旨を報告するとともに，補完。

要求を文書でしてほしい旨を申し出た。これを受けて，相続人らに対し，

同年１１月２６日付けの「物納申請不動産に関する書類の補完等の通知

書」が送付された。その補完要求の内容は，① 借地権者である各区分所

有者と賃貸借契約を締結し，その写しを提出する（契約に当たっては，国

の契約書式に準じた内容とする ，② 現行の賃料は付近相場から勘案。）

して著しく低額であるため適正な価格に是正する，③ 賃貸借関係書，賃

貸借契約書（写 ，＊賃借地の境界に関する確認書，＊敷金等に関する確）

認書，＊建物登記簿謄本，直近の地代領収書（写）３か月分といった必要

書類を提出する（なお，＊を付したものについては，既に提出済みのもの

と変更がなければ不要とのことであった ）というものであった。。



- 39 -

平成１０年１月２９日，原告及びマンション管理委員会副委員長が東京

国税局に赴き，同副委員長から「管理委員会としては，地主と対立するつ

もりはないので，譲歩できるところはしていきたい。賃料について，公正

な金額であればやむを得ないと思っている。借地権者は，各区分所有者で

あることについては認める。承諾料については，今までずっと支払ってい

ないので難しい 」旨の説明がされた。これに対し，東京国税局職員から。

は 「地主に不利な契約条項を認めるわけにはいかない 」旨の対応がさ， 。

れ，原告に対し，契約書に地主の承諾が必要となる旨及び承諾料を徴せる

旨の条項を盛り込むようにとの補完要求がされた。また，同年３月１９日

には，原告は，東京国税局に赴き，同局職員に対し，調停の状況を報告す

るとともに 「調停で決められるのは賃料のみである。平成４年６月２８，

日付け契約書の無効を求めて管理組合を相手取り訴訟提起を考えている。

これまで努力してきたのだからもう少し待って欲しい 」旨申し出た。こ。

， ，れに対し，東京国税局職員からは 「調停及び訴訟が長引くようであれば

待つことは困難である 」旨の対応がされた。その後も，原告やその代理。

人のＱ弁護士は，東京国税局職員に対し，調停の状況について，契約書上

借地権譲渡の事前承諾条項及び承諾料の支払条項を加える交渉が難航して

いる旨を報告している。

このような中，平成１０年８月２５日，本件物納申請財産の現地調査が

） ，実施され（立会人は原告，Ｂ，Ｃ及びＱ弁護士 ，関東財務局職員を交え

三者協議がされた。その際，相続人らに対し，① 各区分所有者と個別契

約を結ぶこと，② 契約に借地権譲渡の際に事前に承諾を得るとの条項を

入れること，③ 賃料を引き上げること，④ 関係書類を提出することの

４点について補完要求がされるとともに 「補完事項について補完できな，

ければ不適当財産として物納却下せざるを得ない 「申請後約７年経過」，

の事案であり，早急に対応するように」との指示がされた。
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その後，東京国税局職員，関東財務局職員，原告の間で，本件賃貸借契

約の内容，特に，借地権譲渡の際に事前に承諾を得ること及び承諾料を支

払うことの条項を追加することについて協議が持たれていたが，平成１１

年６月１５日には原告が平成９年９月２４日に申し立てていた調停が不調

に終わるなど，これらの点について補完するための交渉は進捗しなかった。

そして，その後も，東京国税局職員が，平成１２年５月１２日，同年１

１月１０日，平成１３年１月１５日，同月３１日等に原告らと譲渡承諾及

び承諾料等について協議するも，事態は進捗しなかった。

エ 関東財務局による調査結果の回答以降の経緯

以上の状況の下で，関東財務局東京財務事務所長は，平成１３年２月１

９日，東京国税局長に対し，平成５年１０月２９日付けの調査依頼につい

て 「物納申請不動産に係る調査の回答について」と題する書面（平成１，

３年２月１５日付け）を送付し，本件物納申請財産は「管理又は処分する

のに不適当な財産に該当する」旨を回答した。その理由は，本件賃貸借契

約上，借地権譲渡の事前承諾及び承諾料を徴さないとされていることであ

る（乙６ 。）

この調査結果を受けて，東京国税局職員は，原告や新たに原告代理人と

なったＩ弁護士（本件の原告訴訟代理人）との間でやりとりをした。また，

その間に，原告から，同年４月３０日に相続人らの間で遺産分割協議が成

立し，同年５月１７日に本件土地の持分について，原告１０００分の５４

４，Ｂ及びＣ１０００分の２２８とする登記を経たとして，同月３０日，

修正相続税物納申請書及び延納申請書が提出された。

このような経過を経て，東京国税局長は，同年６月２０日，関東財務局

長に宛てて 「当該納税者においては，その財産のほかに物納に充てるべ，

き適当な財産が無く，かつ，本件物納申請を却下した場合は納付すべき相

続税額の徴収上著しい支障が生ずると認められる」として本件土地の物納
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の可否について特例協議を依頼した（乙８ 。しかし，同年１０月３日，）

関東財務局長から 「特例協議に対する回答について」と題する書面（同，

年９月２８日付け）が送付され，本件土地は「管理又は処分するのに不適

当な財産」に該当することから引受することは認められない旨の回答がさ

れた。その理由は，借地権の譲渡に際して，地主の承諾不要及び承諾料を

徴せないとする現契約書のままで引受することは，地主となる国が著しく

不利益を被ることになるためであり，相続税法基本通達４２－２の（３）

カ「借地，借家契約の円滑な継続が困難な不動産」の（注）１「社会通念

に照らし，契約内容が貸主に著しく不利な貸地又は貸家」に該当するとい

うものであった（乙９ 。）

そこで，東京国税局長は，同年１１月７日，相続人らに対し，相続税物

納財産変更要求通知書を送付した（本件変更要求処分 。）

これに対し，相続人らは，同年１２月２８日，国税不服審判所に対し，

本件変更要求処分について審査請求をしたところ，平成１４年１０月８日，

国税不服審判所長により，本件変更要求処分を全部取り消す旨の本件裁決

がされた。

（２） そこで，前記（１）認定事実に基づいて，争点１－２－２（本件裁決

までの関係）のうち，まず，平成１３年２月１５日付け関東財務局東京財務

事務所長の東京国税局長宛て書面（乙６）による調査結果の回答がされるま

での間の，本件物納申請の審査の過程について検討する（これ以降の過程に

ついては，後記（３）で検討する ）に，その職務を担当した関東財務局職。

員及び東京国税局職員には，原告主張に係る職務上の法的義務違反は認めら

れないものと判断する。その理由は，次のとおりである。

ア 関東財務局職員は，平成５年１０月２９日に渋谷税務署長から本件物納

申請財産の調査依頼を受けた後，調査，検討をし，平成６年１０月５日に

は渋谷税務署職員を通じて，基本的な事項について書面により補完要求を
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行っているが，その間の審査の過程を前記（１）認定事実に基づいて通観

すると，次のことが明らかである。

関東財務局職員は，上記調査依頼を受けた後，平成５年１２月８日には，

渋谷税務署職員に対し，本件賃貸借契約の契約書について，借地契約者で

あるマンション管理組合が区分所有法の定める法人となっていなければ不

適当となること，近隣と比較して賃料が低いこと，建替え制限がないこと

（承諾を要する旨の条項を加える必要があること）が問題になる旨を連絡

し，同署職員を介して，Ｂに対し，マンション管理組合が区分所有法の定

める法人格を有しているかどうか確認するよう指示するとともに，賃料を

増額するよう補完要求をしている。また，関東財務局職員は，平成６年１

月下旬には，改めて事実関係を照会することを通じて，マンション管理組

合が法人格を有していないことを確認の上，本件賃貸借契約の内容につい

て検討し，同年２月２４日には，渋谷税務署職員を介して，Ｂに対し，本

件賃貸借契約の記載内容（賃借権の譲渡及び契約の解除の関係）について

確認するよう指示している。さらに，同年３月２９日，同年５月１２日及

び同年９月８日には，関東財務局において，相続人らの関係者のほか，渋

谷税務署職員も集まり（同年５月１２日にはマンションの管理組合側代理

人弁護士Ｏも参加した ，同局職員との間で三者協議がされたが，こう。）

した際にも，同局職員は，本件賃貸借契約の内容について確認をした（管

理組合側代理人弁護士Ｏからも「借地権の所有者は管理組合ではなく個々

の区分所有者であり，管理組合は単なる代理人として事務を受任している

のみである。よって，契約書上の借地人は各区分所有者となる 」等の回。

答がされた ）ほか，Ｂらとの間で，賃貸借契約の内容の変更について，。

前記（１）ア認定のやりとりをするなどしている。

そして，このような経緯の後に，関東財務局職員は，同年９月２７日，

渋谷税務署職員に対し 「物納申請不動産に係る補完事項連絡票」を送付，
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し，① 借地権者である各区分所有者との賃貸借契約を締結すること，②

隣接地（１４６１－１）との境界確認書を提出すること，③ 現行の賃

料は付近相場から勘案して著しく低額であるため，適正な額に是正するこ

とのほか，④ 関係書類を提出することについて，相続人らによる補完が

必要である旨を連絡した（これを受けて，渋谷税務署職員は，同年１０月

５日，相続人らに対し 「物納申請不動産に関する書類の補完等の通知，

書 （平成６年１０月４日付け）を送付し，上記諸点について補完要求を」

した 。。）

以上の経過を通観すれば，関東財務局職員は，平成５年１０月２９日に

渋谷税務署長から本件物納申請財産の調査依頼を受けた後，ほどなく，渋

谷税務署職員を通じ又は同局に赴いた原告ら関係者から直接に事実関係を

確認するなどして，必要な調査を行い，問題点を指摘したり，その一部に

ついて補完要求をしたりした上で，平成６年１０月５日には渋谷税務署職

員を通じて，基本的な事項について書面により補完要求を行っていること

が明らかである。そうすると，その職務の遂行の過程に，職務上の法的注

意義務に漫然と違反した点を見い出すことはできないというべきである。

イ ところで，上記平成６年１０月４日付けの書面による補完要求に対する

相続人らの対応の状況について，前記（１）認定事実に基づいて通観する

と，次のことが明らかである。

上記補完要求について，相続人らの側ではＫが中心となってマンション

の区分所有者側と交渉が進められた。Ｋらは，渋谷税務署職員に対して状

況を報告し，平成７年２月１日には，Ｋから 「Ｏ弁護士を含め各区分所，

有者と話し合った結果，値上げと当方への提出書類（賃借地境界確認書

等）を各区分所有者に送付し，その返送期限を２月２０日とすることとな

った。しばらく猶予願いたい。近隣地代の実例についての調査は未了であ

る 」旨も報告された。しかし，その後も上記補完要求に関する交渉は相。
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続人らの思うようには進まず，同年６月９日には，Ｂ，Ｃ及びＫが渋谷税

務署に赴いて，補完の猶予を求めるとともに，賃料額の値上げ交渉及び賃

借地境界確認書の入手が難航している旨を報告している。

東京国税局長が国税通則法４３条３項の規定に基づき渋谷税務署長から

本件相続税の徴収の引継を受けた同年９月２７日以降も，上記補完要求に

関する交渉は相続人らの思うようには進まなかった。

そして，平成８年６月１７日には，Ｂ及びＨが東京国税局に赴いて，

「処理が進まないため，ＫからＨに代理人を変更した 」旨を報告してい。

る。その際，Ｂ及びＨは，東京国税局職員から，国有財産有償貸付契約書

を提示された上，契約内容について国の契約に準じた契約書を作成するこ

と及び賃料を相場並に増額することについて補完要求されるとともに，関

東財務局の要求する金額（最低現行の１．５倍）が不可能であれば近隣の

地代の実例の資料等を提出するように改めて指示された。しかし，その後

も，補完要求事項を実現するには至らず，平成９年３月１２日，東京国税

局職員からの交渉の進捗状況についての問い合わせに対し，Ｈは 「区分，

所有者の一部から応じられない旨申し入れされる問題が発生し，難航して

いる 」旨回答している。。

このような過程で，同年９月１６日，原告が 「Ｂに聞いたところ，物，

納の方が進展していないとのことなので」と東京国税局に赴き，補完要求

事項に関する作業の進捗状況について，前記（１）イ認定のとおり厳しい

状況にあることのほか 「代理人Ｈには継続してやってもらっているが，，

このところ進展していない。管理組合・弁護士の不法行為及び借地人との

借地権確認の訴訟を提起する予定である 」旨を報告した。そして，原告。

は，平成９年９月２４日 「管理組合・弁護士の不法行為及び借地人との，

借地権確認」について調停を申し立てた。

原告は，同年１０月２８日，東京国税局職員に対し，第１回調停期日の
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模様について 「当事者能力が問題となり，相手方は区分所有者全員の委，

任状が必要となった。前に結んだ２６件の契約は総会で破棄されたことが

判明した 」旨を報告するとともに，補完要求を文書でしてほしい旨を申。

し出た。これを受けて，相続人らに対し，同年１１月２６日付けの「物納

申請不動産に関する書類の補完等の通知書」が送付された（その補完要求

の内容は，前記（１）ウ認定のとおりである 。。）

その後，原告から東京国税局職員に対し調停事件の状況等について報告

された。その間の平成１０年１月２９日には，原告及びマンション管理委

員会副委員長が東京国税局に赴き，同副委員長から前記（１）ウ認定のと

おりの説明がされ，これに対し，東京国税局職員から 「地主に不利な契，

約条項を認めるわけにはいかない 」旨の対応がされ，原告に対し，契約。

書に地主の承諾が必要となる旨及び承諾料を徴せる旨の条項を盛り込むよ

うにとの補完要求がされている。また，同年３月１９日には，原告が，東

京国税局に赴き，同局職員に対し，調停の状況を報告するとともに 「平，

成４年６月２８日付け契約書の無効を求めて管理組合を相手取り訴訟提起

を考えている。これまで努力してきたのだからもう少し待って欲しい 」。

などと申し出たのに対し，東京国税局職員から 「調停及び訴訟が長引く，

。 ，ようであれば，待つことは困難である 」旨の対応がされている。そして

その後も，原告やその代理人のＱ弁護士が，東京国税局職員に対し，調停

の状況について，契約書上借地権譲渡の事前承諾条項及び承諾料の支払条

項を加える交渉が難航している旨を報告している。

このような中，平成１０年８月２５日，本件物納申請財産の現地調査が

） ，実施され（立会人は原告，Ｂ，Ｃ及びＱ弁護士 ，関東財務局職員を交え

三者協議がされ，前記（１）ウ認定のとおり４点について補完要求がされ

るとともに 「補完事項について補完できなければ不適当財産として物納，

申請を却下せざるを得ない 「申請後約７年経過の事案であり，早急に」，



- 46 -

対応するように」との指示がされている。

その後，東京国税局職員，関東財務局職員，原告の間で，本件賃貸借契

約の内容，特に，借地権譲渡の際に事前に承諾を得ること及び承諾料を支

払うことの条項を追加することについて協議が持たれていたが，平成１１

年６月１５日には原告が平成９年９月２４日に申し立てていた調停が不調

に終わるなど，これらの点について補完するための交渉は進捗しなかった。

そして，その後も，東京国税局職員が，平成１２年５月１２日，同年１１

月１０日，平成１３年１月１５日，同月３１日等に原告らと譲渡承諾及び

承諾料等について協議するも，事態は進捗しなかった。

以上の経過を通観すれば，相続人らは，渋谷税務署及び東京国税局から

の補完要求を受け，それを実現するためにマンション関係者などとの間で

賃貸借契約の内容の改訂について交渉を重ねるなどしたが，それが思うよ

うに進捗しなかったこと，平成９年９月には事態を打開するために調停を

申し立てたが，それもついに平成１１年６月には不調に終わったこと，そ

の間，原告らは，東京国税局職員らに対し，補完要求事項の実現について

猶予を求める姿勢を示していたこと（このことは，別紙処理状況表を通覧

すれば明らかである。平成７年２月１日，同年５月２２日，同年６月９日，

平成１０年３月１９日には，その旨の意向を積極的に表明している ）が。

明らかである。そうすると，上記平成６年１０月４日付けの書面による補

完要求後，平成１３年２月１５日付け関東財務局東京財務事務所長の東京

国税局長宛て書面（乙６）による調査結果の回答までの間の本件物納申請

の審査の職務を担当した関東財務局及び東京国税局の職員は，物納を許可

するために必要と考えられる補完事項について，相続人らの意向に基づい

て，相続人らから進捗状況の報告を受け，必要に応じ，その問題点や解決

の方向性を指摘するなどして，それらが実現されるのを見守っていたもの

と評価することができる。
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そして，上記期間において，本件物納申請の審査に関する職務を担当し

た上記職員らは，相続人らに対し，上記認定のとおり，本件賃貸借契約の

内容について幾つかの補完要求をしたりしているが，以上の認定事実によ

れば，それは，そのような補完が実現されなければ，本件物納対象財産は

「管理又は処分をするのに不適当」なものに該当する旨の判断の下に行っ

ていたものと推認される。そして，こうした判断については，後記（３）

説示のとおり相応の合理性が認められるところである。

以上の認定説示を総合的に考察すると，上記職員らが，上記判断の下に，

相続人らに対し補完要求をし，それが実現されることを見守っていたこと

については，その職務の遂行の過程において，職務上の法的注意義務に漫

然と違反した点を見い出すことはできないというべきである。

ウ ところで，原告は，この間の担当公務員の職務に関し，① 東京国税局

職員が，平成８年６月１７日に至って初めて，国有財産有償貸付契約書を

提示し，本件賃貸借契約の内容を全体としてどのように変更すべきかにつ

いて説明したこと，② 東京国税局長が，平成９年１１月２６日になって，

「物納申請不動産に関する書類の補完等の通知書」を送付し，補完事項を

追加したことを問題にしている。

しかしながら，以下の点からすれば，Ｂらは，遅くとも平成６年９月８

日には，渋谷税務署職員から，賃貸借契約書の条項に借地権譲渡について

地主の承諾が必要となる旨及び承諾料を徴する旨を盛り込むべきであると

の補完要求を受けていたものと推認される。

すなわち，関東財務局職員は，同年２月２３日，渋谷税務署職員に対し，

本件賃貸借契約の内容（管理組合が持分を共有したり，第三者に譲渡でき

るのか等）について照会をし，更に渋谷税務署職員は，同年３月２９日，

Ｂらに対し 「管理組合は地主の承諾を得ずに借地権を譲渡できるの，

か 」といった本件賃貸借契約の内容について質問をしていた。また，Ｂ。
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らとしても，同年８月３１日，渋谷税務署職員に対し 「具体的に契約書，

の例示を出してもらった上で，借地人（各区分所有者）との交渉に入りた

。 ，い 」旨申し出ており，同年９月８日には，関東財務局に赴いたＢらから

「賃料については最近上げたところであり，現行の２倍では借地人側との

交渉は困難である 「賃料水準は国の都合であり，国に引き継いでから。」，

国と借地人との間で交渉してもらいたい 」旨の申し出がされ，これに対。

し，同局職員から「建物の区分所有者のうち，法人名のものが数件見られ

るが，居住用以外に使用しているのか。営利目的であれば国の貸付基準が

異なるので調査しておくこと 」との指示がされるなど，このころには，。

本件賃貸借契約の具体的内容についてやりとりがされるようになっていた。

そして，その後，Ｂらは，マンションの各区分所有者との間で賃貸借契約

の内容の変更に向けて交渉を重ねていた。その間の平成８年６月１７日に

は，東京国税局職員からＢ及びＨに対し，国有財産有償貸付契約書が提示

されているが，その際同契約書の内容を巡ってＢらから特段の申し出がさ

れた形跡はない。

そして，Ｂは，その陳述書（甲４１）において，関東財務局に赴いた際，

賃料の増額について補完要求がされるとともに，マンションの住民との賃

貸借契約の内容は，財務局の用いる統一契約書のようなものにして欲しい

との要求を受けた旨記載しているところである。Ｂは，上記要求を受けた

のがいつであるかは正確に記憶していない旨記載しているが，別紙処理状

況表によれば，Ｂが関東財務局に赴いたのは平成６年３月２９日及び同年

９月８日である（うち，賃料について補完要求がされたのは後者のみであ

る 。。）

以上の認定説示を総合すると，Ｂらは，遅くとも平成６年９月８日には，

渋谷税務署職員から，賃貸借契約書の条項に借地権譲渡について地主の承

諾が必要となる旨及び承諾料を徴する旨を盛り込むべきであるとの補完要
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求を受けていたものと推認される。

そうすると，原告主張に係る上記①及び②の行為については，以上の経

過を経た上でされたことが明らかであるから，職務上の法的注意義務に漫

然と違反した点を見い出すことはできないというべきである。

エ 以上認定説示したことのほか，仮に本件物納申請財産の管理官庁である

関東財務局が早期に「不適当」との調査回答を行った場合には，渋谷税務

署職員や徴収の引継ぎを受けた後の東京国税局職員は，相続税法基本通達

４２－３に従い，相続人らに対し，物納財産の変更を求めなければならな

いところ（前記前提となる事実等（３ ，相続人らは，相続税を金銭で））

納付することが困難な状況にあり，また，仮に物納申請が却下されれば，

相続人らの相続税に対する延滞税が多大なものとなり，相続税の徴収上困

難が生じることが見込まれたこと等の事情にも徴すると，上記職員らが，

上記判断の下に，相続人らに対し補完要求をし，それが実現されることを

見守っていたことについては，その職務の遂行の過程において，職務上の

法的注意義務に漫然と違反したものと認めることはできないというべきで

ある。

（３） 次に，前記（１）認定事実に基づいて，争点１－２－２（本件裁決ま

での関係）のうち，平成１３年２月１５日付け関東財務局東京財務事務所長

の東京国税局長宛て書面（乙６）による調査結果の回答以降の過程について

検討する。

この関係では，原告は，① 関東財務局東京財務事務所長が，渋谷税務署

からの物納財産調査依頼（平成５年１０月２９日付け）について，本件物納

申請財産には何らの拒絶事由がないにもかかわらず，平成１３年２月１５日

付け東京国税局長宛て書面（乙６）により 「不適当」である旨の調査結果，

の回答を行ったこと，② これに対する東京税務局長からの特例協議に対し，

同年９月２８日付け関東財務局長の東京国税局長宛て書面（乙９）により，
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再度「不適当」との回答を行ったこと，そして，以上の経緯の後，③ 東京

国税局長が，原告に対し，同年１１月７日，事実上物納を拒絶する内容の書

面である相続税物納財産変更要求通知書を送付したことを問題にしている。

ア 前記（１）エ認定事実によれば，① 関東財務局東京財務事務所長が，

平成１３年２月１５日付けの「物納申請不動産に係る調査の回答につい

て」と題する書面により，本件物納申請財産は「管理又は処分するのに不

適当な財産に該当する」旨を回答し，また，② これに対する東京税務局

長からの特例協議に対し，関東財務局長が，同年９月２８日付けの「特例

協議に対する回答について」と題する書面により，本件土地は「管理又は

処分するのに不適当な財産」に該当することから引受することは認められ

ない旨を回答したが，その理由は，借地権の譲渡に際して，地主の承諾不

要及び承諾料を徴せないとする現契約書のままで引受することは，地主と

なる国が著しく不利益を被ることになるためであり，相続税法基本通達４

２－２の（３）カ「借地，借家契約の円滑な継続が困難な不動産」の

（注）１「社会通念に照らし，契約内容が貸主に著しく不利な貸地又は貸

家」に該当するというものであったことが明らかである。

また，③ 東京国税局長は，同年１１月７日，相続人らに対し，相続税

物納財産変更要求通知書を送付した（本件変更要求処分）が，これは，相

続税法基本通達（平成４年６月１９日付け）４２－３が，前記第２の１

（前提となる事実等 （３）イ摘示のとおり 「税務署長又は国税局長は，） ，

物納申請財産が不動産・・・である場合において，当該物納申請財産の管

理又は処分につき物納財産の管理官庁の意見を聞く必要があると認められ

る場合には管理官庁と協議するものとする。この場合において，管理官庁

による物納申請財産の調査の結果，管理又は処分をするのに不適当である

旨の回答があったときは，当該回答に則して法第４２条第２項ただし書の

規定により物納財産の変更を求めるものとする 」と定めていることに従。
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ったものであることが明らかである。

イ ところで，相続税の物納制度は，前記２（２）ウ説示のとおり，相続税

が財産課税としての特殊な性格を有することにかんがみ，これを金銭で納

付することが困難な事由がある場合に限り，申請により，その納付を困難

とする金額を限度として一定の相続財産をもって物納することを例外的に

認めるものであり（相続税法４１条 ，同法４２条２項ただし書は，税務）

署長は申請に係る物納財産が「管理又は処分をするのに不適当」であると

認める場合には，その変更を求めた上で，申請を許可又は却下することが

できる旨を規定している。これは，国が物納された財産の管理又は処分を

通じて，金銭の納付があった場合と同等の経済的利益を確保し得るもので

なければならないとの趣旨に基づくものと解される。

もっとも，物納対象財産が「管理又は処分をするのに不適当」であると

の上記要件は多分に規範的なものであり，相続税法自体は，この点に関す

る基準について明文の規定を設けておらず，相続税法基本通達４２－２に

おいて不適当財産が例示され，また，同通達４２－３において必要に応じ

管理官庁と協議すべき旨が定められているにすぎない。そして，上記各通

達は，税務署長が物納を許可した場合には，その申請財産が国有財産とな

り，財務大臣が当該財産の管理又は処分機関となることから，相続税法上

の前者の判断と，国有財産法上の後者の判断との間に齟齬を来すことがな

いよう統一的な解釈・運用を図る観点から定められているものと解される。

そこで，物納申請の審査を担当する職員は，申請財産が「管理又は処分

をするのに不適当」であるか否かについて，上記の趣旨にのっとって判断

すべきことが求められることになるが，本件におけるように，物納申請財

産について，それを対象にした土地賃貸借契約が締結されている場合にお

いては，その賃貸借契約の内容がどのようなものであったら「管理又は処

分をするのに不適当」なものに該当するのか否かについて，微妙な判断を
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求められるものといえる。特に，借地権の譲渡の際の事前承認及び承諾料

の徴収に関して，その条項の有無及びその内容によって，金銭の納付があ

った場合と同等の経済的利益を確保し得ると評価できるか否かについては，

事柄の性質に照らし，見解が分かれ得るところである。

こうしたことに，上記のとおり，税務署長が物納を許可した場合には，

その申請財産が国有財産となり，財務大臣が当該財産の管理又は処分機関

となることから，相続税法上の前者の判断と，国有財産法上の後者の判断

との間に齟齬を来すことがないよう統一的な解釈・運用を図る必要がある

こと，そして，後者の関係では，一般に，普通財産貸付事務処理要領上，

普通財産を対象にした借地権の譲渡に際しては，原則として，譲渡するこ

とについて承認を要し，承諾料を徴することとされていた（乙１０）こと

からすれば，物納申請されている土地について賃貸借契約がされている場

合に，その契約内容として，借地権の譲渡の際の事前承認及び承諾料の徴

収に関する条項を求めることにも，相応の合理性があるものと考えられる。

そうすると，関東財務局東京財務事務所長が，渋谷税務署からの物納財

産調査依頼（平成５年１０月２９日付け）に対して，前記ア認定の理由，

判断の下に，平成１３年２月１５日付け書面（乙６）により，本件物納申

請財産について「不適当」である旨の調査結果の回答を行ったことについ

ては，相応の合理性があったというべきであり，それをもって職務上の法

的義務に違反したものと評価することはできない。そして，以上説示した

点は，その回答に対する東京税務局長からの特例協議に対し，関東財務局

長が，平成１３年９月２８日付け書面（乙９）により，再度「不適当」と

の回答を行ったことについても，同様に当てはまるというべきである。

なお，相続人らが国税不服審判所に対し本件変更要求処分について審査

請求をしたところ，平成１４年１０月８日，国税不服審判所長により，本

件変更要求処分を全部取り消す旨の本件裁決がされているが，以上認定説
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示したところに照らすと，そのことが直ちに以上の判断を左右するものと

いえないことは，明らかである。

ウ また，東京国税局長が，原告に対し，平成１３年１１月７日，相続税物

納財産変更要求通知書を送付したことについては，それが，前記ア認定の

とおり，相続税法基本通達（平成４年６月１９日付け）４２－３の定めに

従って行われたものであることが明らかである以上，他に特段の事情が認

められない本件においては，職務上の法的義務違反があると認めることは

できない。

４ 争点１－２－３（本件裁決後の関係）について

（１） 別紙処理状況表によれば，国税不服審判所長による本件裁決後におけ

る本件物納申請の審査の状況及びこれに対する相続人らの対応状況について，

次のことが明らかである。

相続人らは，平成１３年１２月２８日，国税不服審判所に対し，本件変更

要求処分について審査請求をしたところ，平成１４年１０月８日，国税不服

審判所長により，本件変更要求処分を全部取り消す旨の裁決がされた。

同月１１日，東京国税局職員は，同局に赴いた原告代理人Ｉ弁護士に対し，

賃貸借契約の相手方について「現在，関東財務局で検討中である。必要書類

については，関東財務局と協議の上，後日連絡する 」旨を伝えた。同月２。

９日，東京国税局職員及びＩ弁護士が関東財務局に赴き，三者協議が行われ，

その際，Ｉ弁護士から 「賃貸借契約について管理組合と係争中である 」， 。

旨を報告されたことについて，東京国税局職員が 「法人格のない管理組合，

が契約者であることは問題である 」旨を指摘した。。

同年１１月６日，Ｂ，Ｉ弁護士のほか，東京国税局及び関東財務局の職員

の三者が集まって，現地調査が実施され，東京国税局職員が，境界標の写真

を提出すること並びに塀及びネットフェンスの所有者を確認することを補完

要求するとともに，契約書関係についても後日補完要求する旨を伝えた。
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同年１２月１９日，東京国税局長は，関東財務局職員から「物納申請不動

産に係る補完事項連絡票 （同年１２月１７日付け）を受領した。補完事項」

として，境界標，契約書の契約条項，敷金確認書，賃借地の境界に関する確

認書並びに工作物に関する確認書及び座標リストに関するものが掲げられて

いた。東京国税局職員は，平成１５年１月から２月にかけて，Ｉ弁護士と協

議，折衝を重ねた。その間の同年２月１９日には，相続人らに対し 「物納，

申請不動産に関する書類の補完等の通知書」を送付し，上記連絡票と同旨の

補完要求をした。これを受けて，同月２０日，Ｉ弁護士から「速やかに物納

。 ，許可されない場合には，不作為を理由に訴訟提起する 」旨通告されたため

東京国税局職員が，物納許可されない理由について，① 補完不備があるた

め，補完通知書記載の事項が整備されなければならないこと，② 契約関係

について原告と管理組合が調停中であること等を指摘したところ 「３月の，

調停で終結させる予定である 」旨の回答がされた。。

その後も，東京国税局職員と原告及びＩ弁護士との間で補完事項について

協議，折衝がされた。そして，この間の同年４月１０日，同年７月９日及び

同月２８日には境界標確認写真その他の関係書類が提出され，また，同年６

月２５日には，同月１８日に管理組合との間で契約関係について和解が成立

した旨が報告された。さらに，同年１０月には，東京国税局職員とＩ弁護士

との間で，確認事項について協議が持たれた。

そして，同月２３日，関東財務局から，本件物納申請財産が管理又は処分

をするのに「適当」である旨の回答を得たので，東京国税局長は，同年１１

月６日，相続人ら申請に係る物納を許可した。

（２） 原告は，東京国税局職員が，平成１４年１０月８日の本件裁決により

本件変更要求処分の違法性が確認されたにもかかわらず，物納許可まで更に

１年以上の時間を無駄に費やした，関東財務局職員についても同様の問題が

ある旨主張する。
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しかしながら，前記（１）認定事実によれば，関東財務局及び東京国税局

の職員は，国税不服審判所長による裁決後，本件物納申請について，補完を

要する事項についてはその補完要求をし，また，その点を含め，相続人らの

代理人であるＩ弁護士との間で協議，折衝をし，補完要求事項についての相

続人らの対応を待っていたが，その中核的事項について条件が整ったため，

本件物納を許可するに至ったことが明らかである。

すなわち，本件物納申請財産については，平成１５年２月２０日の段階で

は，東京国税局職員がＩ弁護士に対し説明したように，① 補完不備がある

ため，補完通知書記載の事項が整備されなければならないこと，② 契約関

係について原告と管理組合が調停中であることが課題になっていたのである。

そして，上記①の補完事項等については，相続人らの代理人であるＩ弁護士

との間で協議，折衝がされ，その間の，同年４月１０日，同年７月９日及び

同月２８日には境界標確認写真その他の関係書類が提出がされ，また，同年

１０月には，東京国税局職員とＩ弁護士との間で，確認事項について協議が

持たれている。さらに，上記②については，同年６月２５日に，同月１８日

に管理組合との間で契約関係について和解が成立した旨が報告されている。

そして，以上の経緯の後に，東京国税局長は，同年１０月２３日，関東財務

局から，本件物納申請財産が管理又は処分をするのに「適当」である旨の回

答を得て，同年１１月６日，相続人ら申請に係る物納を許可したのである。

以上の経緯を総合的に考察すれば，関東財務局及び東京国税局の職員が，

国税不服審判所長による裁決がされた後，物納許可まで更に１年以上の時間

を無駄に費やしたとまで認めることはできないので，その職務の遂行の過程

において，職務上の法的注意義務に漫然と違反したものと認めることはでき

ないというべきである。

したがって，上記原告の主張は，採用できない。

５ 損害の有無及びその額（争点２）
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そこで，進んで，前記２（２）認定の渋谷税務署職員の職務上の法的義務違

反により原告が被った損害の有無及びその額について，検討する。

（１） 還付金に対する利息相当額の損害について

原告は，相続税の法定納期限である平成４年６月３０日から１年６か月後

である平成６年１月１日には物納が許可され，１億０２７４万１９２３円の

還付金（物納財産の価額から相続税額を差し引いたもの）を受け取っていた

はずであるから，その還付金に対する同日から実際に還付金が支払われた日

までの間の国税通則法所定の割合による利息相当額の損害を被った旨主張す

る。

ア しかしながら，そもそも原告が主張する上記程度の期間で本件物納申請

に対する処理が可能であったことを認めるに足りる証拠はない。むしろ，

前記２ないし４において認定説示したところ，特に，本件物納申請財産の

特徴（３筆の土地の一部であり，いわゆる分譲マンションの敷地として賃

貸されていたこと等）のほか，相続人らは，物納の許可を得るためには，

本件土地を対象として締結されていた賃貸借契約の内容を変更する必要が

あったが，賃借人であるマンションの各区分所有者又は管理組合との間の，

前記認定の交渉の経緯などに照らせば，本件物納申請について１年６か月

なり，３年程度の期間で許可に至ることは，到底困難であったというべき

である。

イ もっとも，渋谷税務署職員が，申請を受けてから速やかに，賃貸借契約

の内容について調査，検討を進め，事実関係に疑問がある場合には，相続

人らにその確認をするなど事実関係の把握に務め，遅くとも本件物納申請

から１年程度の間に，相続人らに対し，それまでの調査により明らかにな

った問題点を指摘していれば（なお，前記２（２）エ摘示のとおり，現実

には，平成６年３月２９日までの間に本件賃貸借契約の内容に関し問題点

が指摘され，また，遅くとも同年９月８日ころには，おおむね問題点の全
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体について補完要求がされた ，現実に物納が許可された平成１５年１。）

１月６日よりも早期にそれが許可され，その結果，原告は，その許可後間

もなくの時点で還付金の支払を受け得たものと推認されるというべきであ

る。

そうすると，原告は，その還付金に対する，還付を受け得たであろう日

の翌日から実際に還付を受けた日までの間の利息相当額の損害を被ったと

いうことができる（なお，その損害の算定について，原告は国税通則法所

定の割合によるべき旨を主張しているが，特段の事情が認められない本件

においては，民法所定の年５分の割合によることをもって相当と判断す

る 。。）

ウ そこで，その損害額について検討するに，前記２ないし４において認定

説示したところによれば，前記２（２）認定の渋谷税務署職員の職務上の

法的義務違反がなければ，本件物納申請に対する許可は，平成１５年１１

月６日よりも早期にされていたものと推認されるが，その時期については，

事柄の性質上，本件全証拠によっても，それを明確に認定することはでき

ないといわざるを得ない。そうすると，損害の額を算定する上で重要な要

素をなすべき還付金の還付を受け得たであろう日についても確定できない

筋合いである。

なお，以上認定説示したところによれば，上記時期に関し，次の事情を

認定することができる。すなわち，本件物納申請財産は，物納を許可する

については様々な問題を抱えていたのであって，現に，そうした問題点を

解決するために，多数の区分所有者らとの間での長期間にわたる交渉が必

要であった。しかも，相続人らの間では，遺産分割調停を行うなど遺産分

割を巡って争いがあり（前記２（１）ア ，原告は他の相続人らに対し寄）

与分を主張するなどしていたのである（甲４１）から，本件物納申請財産

は，相続人間に遺産分割協議が成立するまでの間については 「所有権の，
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帰属等について係争中の財産 （相続税法基本通達４２－２（１）ロ）と」

して「管理又は処分をするのに不適当」な財産に該当していたものといわ

ざるを得ない。そして，前記認定のとおり，相続人らに遺産分割協議が成

立したのは，平成１３年４月３０日であり，同年５月１７日に本件土地の

持分について，原告１０００分の５４４，Ｂ及びＣ１０００分の２２８と

する登記が経由され，同月３０日，修正相続税物納申請書及び延納申請書

が提出されているところである。

この点について，原告は，① 平成４年１２月３日，渋谷税務署を訪れ

た際，同職員に対し，本件物納申請財産については相続人らの間で各３分

の１ずつの所有権移転登記（遺産分割登記）を経ている旨説明したところ，

担当者は納得し，以後遺産分割協議書の補完要求は一切されなかった，ま

た，② 仮に，遺産全体が未分割であったことが物納許可の障害となって

いたのであれば，相続人らは，直ちに遺産分割協議を成立させることがで

きる状況にあったし，少なくとも物納許可の時までには確実に遺産分割協

議書を作成できると考えていたとして，相続人らにおいて遺産分割協議が

整っていなかったことは，本件物納申請に対する処理の遅延とは無関係で

ある旨主張している。しかしながら，上記原告主張事実については，前記

２（１）ア認定事実，その他以上において認定した本件の経緯に徴すると

直ちには採用できない（もっとも，前記２（２）認定の渋谷税務署職員の

職務上の法的義務違反がなければ，本件物納申請の許可のための条件がよ

り早期に整えられ，それに連関して，相続人間における遺産分割協議につ

いても，その成立に向けた機運が高まり，その結果，その協議がより早期

に成立するに至った可能性があったということはできよう。しかしながら，

本件全証拠によっても，その時期を明確に認定することはできないという

ほかない 。。）

こうしたことを総合的に考慮すると，本件は，損害の性質上その額を立
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証することが極めて困難であるとき（民訴法２４８条）に該当するものと

いうべきであり，当裁判所は，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基

づき，その損害額を５００万円と認定することとする。

（２） 譲渡所得税に関する損害について

原告は，本件物納申請に対する許可が平成７年６月３０日（相続税の申告

書の提出期限の翌日から３年）までにされなかったために，租税特別措置法

３９条の適用を受け得なくなり，譲渡所得税に関し損害を被った旨主張する。

しかしながら，前記２ないし４及び前記（１）認定説示に照らせば，原告

主張に係る時期までに本件物納申請について許可がされ得たと認めることは

できないというほかない。

したがって，原告の譲渡所得税に関する損害賠償請求は，その余の点につ

いて判断するまでもなく，理由がない。

（３） 物納に当たっての実費相当額の損害について

原告は，本件賃貸借契約に関し，借地権者変更の際の地主の承諾権及び承

諾料請求権を確保すべきであるとの補完要求を受け，それを実現するために

多額の費用を支出したが，もともと，これらの費用は，補完を要しない要件

に関して補完を強いられた結果支出を余儀なくされたものであるから，担当

公務員らの違法行為との間に因果関係がある旨主張する。

しかしながら，もともと，前記３（３）イで説示したとおり，本件物納申

請の審査を担当していた公務員が，原告主張に係る上記補完要求をしたこと

については，相応の合理性があったというべきであり，それをもって職務上

の法的義務に違反したものと評価することができない以上，原告主張に係る

上記損害の賠償を求める請求は，その余の点について判断するまでもなく，

理由がないことに帰する。

（４） 慰謝料について １００万円

前記（１）説示のとおり，前記２（２）認定の渋谷税務署職員の職務上の
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法的義務違反がなければ，本件物納申請に対する許可は，その時期までは確

定できないものの，現実に物納が許可された平成１５年１１月６日よりも早

期にされていたものということができる。

そして，原告は，前記（１）認定の財産的損害にとどまらず，上記許可さ

れた日までの間，物納申請が却下された場合には多額の延滞税の納付を余儀

なくされることになることから，破産に至るおそれを抱きながら日々過ごさ

ざるを得ず，精神的苦痛を被ったことが認められるが（原告本人 ，本来許）

可を受け得たであろう日から現実に許可を受けた日までの間のそのような苦

痛は，上記渋谷税務署職員の職務上の法的義務違反と相当因果関係ある損害

と認めるのが相当である。そして，その額については，上記渋谷税務署職員

の職務上の法的義務違反の内容，その他以上認定した一切の事情を考慮して，

１００万円をもって相当と認める。

６ 結論

以上によれば，原告の請求は，主文の限度で理由があるからこれを認容し，

その余は失当として棄却することとして，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第３５部

裁判長裁判官 金 井 康 雄

裁判官 三 井 大 有

裁判官 小 津 亮 太
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（別紙）

物件目録

（分合筆前）

１ 所 在 渋谷区富ヶ谷２丁目

地 番 １４６１番１

地 目 宅地

地 積 ５６２．４１平方メートル

２ 所 在 渋谷区富ヶ谷２丁目

地 番 １４６１番１９

地 目 宅地

地 積 ２０９．５５平方メートル

３ 所 在 渋谷区富ヶ谷２丁目

地 番 １４６１番２０

地 目 宅地

地 積 ４９．５８平方メートル

（分合筆後）

４ 所 在 渋谷区富ヶ谷２丁目

地 番 １４６１番１

地 目 宅地

地 積 ２０１．４９平方メートル

５ 所 在 渋谷区富ヶ谷２丁目

地 番 １４６１番３４

地 目 宅地

地 積 ６２０．０４平方メートル


